
議 案第 28号

令和 4年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)

令和 4年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 194，045千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 43，149，955千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 2条 債務負担行為の変更は、 「第 2表 債務負担行為補正」による。

令和 4年(2 0 2 2年) 9月 8日提出

枚方市長 伏見 隆

。凸



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 ネ南 正 額 計

2. 府支出金 30，517，693 2， 627 30， 520， 320 

(1)府補助金 30，517，693 2， 627 30， 520， 320 

4. 繰入金 3，562，869 "23，906 3，538，963 

(1)一般会計繰入金 3，562，869 企23，906 3，538，963 

5. 諸収入 1，229，941 企260，000 969，941 

(2)雑 入 1， 196，841 企260，000 936，841 

7. 繰越金 400， 000 87，234 487， 234 

(1)繰越金 400， 000 87，234 487，234 

歳 入 i口L 言十 43， 344， 000 "194，045 43，149，955 



歳 出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 ネ市 正 額 計

1. 総務費 606，820 企20，923 585， 897 

(1)総務管理費 575， 623 企23，906 551，717 

(2)徴収費 2，983 33， 068 

4. 保健事業費 384， 356 300 384，656 

(1) 特定健康診査等事業費 343， 505 300 343，805 

5. 国民健康保険事業費納 11，681，968 684 11，682，652 
付金

(1) 医療給付費分 8，513，420 494 8，513，914 

(2) 後期高齢者支援金等分 2， 352， 644 190 2，352，834 

9. 予備費 788， 232 企 174，106 614， 126 

(1)予備費 788， 232 企 174，106 614， 126 

歳 w 1仁L3 計 43， 344， 000 企194，045 43，149，955 



第 2表債務負担行為補正

(単位:千円)

補 正 前 補 正 後

事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

国民健康保険システム更新委託
令和4年度から

113， 190 
令和 5年度まで

電算システム等賃借料
令和4年度から

37， 106 
令和4年度から

182， 195 
令和 9年度まで 令和 9年度まで

i口L 計 ~ 37， 206 ~ 295，485 

( )書は、金融機関等に対する債務保証





歳入 歳 出 補 正予算事項別明細書
歳入

節
款 項 目 補正前の額 補正額 言十

区 分 人品ム 額

(款)

2.府支出金 30，517，693 2，627 30，520，320 

(項)

(1)府補助金 30，517，693 2， 627 30， 520， 320 

1.保険給付費等交付金 30，478，561 2，627 30，481，188 I 保険給付費等交 300 
付金(普通交付
金)

2. 保険給付費等交 2，327 
付金(特別交付|
金)

(款)

4.繰入金 3，562，869 "'23，906 I 3，538，963 I 

(項)

(1)一般会計繰入金 3，562，869 "'23，906 3，538，963 

1.一般会計繰入金 3，562，869 企23，906 3， 538， 963 I 3 職員給与等繰入 "'23，906 
金

(款)

5.諸収入 1，229，941 "'260，000 969，941 

(項)

(2)雑 入 1，196，841 企260，000 936，841 I 

5.雑 入 1， 118，821 "'260，000 858，821 1.雑 入 "'260，000 

(款)

7.繰越 金 400，000 87，234 487，234 

(項)

(1)繰越金 400，000 87， 234 487，234 

1.繰越金 400，000 87，234 487，234 1.繰越金

歳 入 l口L 計 43，344，000 企 194，045 43，149，955 



高田 節

区 分 介斗ム、 額

1.保険給付費等交付 300 
金(普通交付金)

3. 都道府県繰入金( 2，327 
2号分)

I 職員給与等繰入金 企23，906

1.雑 入 A260，000 I 

1.前年度繰越金 87，234 

(単位千円)

概 要 吉見 明

1.保険給付費等交付金(普通交付金)

2. 都道府県繰入金 (2号分)

300 

2， 327 

1.職員給与等繰入金 A23，906 

雑 入 A260，000 

1.前年度繰越金 87， 234 



出歳

|僻 日 明 | 柿 正 額

補正額の財源内訳

款 項 目 言十 特 iJム乙ー， 員オ 源
一般財源

国府支出金 地 方 {責 -=eア7 。コ 他

(款)

1. 総 務 費 606，820 585，897 2，983 A.23，906 

(項)

(1)総務管理費 575， 623 A.23，906 551，717 企23，906

1.一般管理費 567， 623 企23，906 543，717 企23，906

(項)

(2)徴 収 費 30，085 2，983 33，068 2，983 

n
h
u
 



(単位:千円)

E叶 日 寺田 節

区 分 区 分 概 要 説 明

金 額 人= 額

1.報 酬| 3. 非常勤職員報酬 1.人件費 企24，096 

企869I ~869 (1) パートタイム会計年度任用職員 ~1 ， 695 

ア報 献l ~869 
2. 給 料 2. 一般職給

イ.手 当 企583
企 10，644 企 10，644

ウ.共済費 ~243 

3. 職員手当等 1.扶養手当 (2)一般職員 企22，238 

企9，583 ~648 (3)任期付短時間職員 ~163 

2. 地域手当 2. 事務経費 190 

~1 ， 188 旅 190 

3. 通勤手当

~3 1O 

4. 管理職手当

~600 

10. 期末手当

~3， 544 

11. 勤勉手当

~2 ， 537 

~336 

19. 児童手当等

~420 

4. 共済費 2. 健康保険負担金

~3， 000 ~118 

3. 共済組合負担金

企2，769 

10. 厚生年金負担金

~113 

8. 旅 費 1.費用弁償

190 190 



補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 疋........ 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

1.一般管理費 30，085 2，983 33，068 2，983 

(款)

4.保健事業費 384， 356 300 384，656 300 

(項)

(1)事特定健康診査等 343，505 300 343，805 300 
業費

1.特事定健康診査等 343，505 300 343，805 300 
業費

(款)

5.業国民健康保険事 11，681，968 684 11，682，652 684 
費納付金

(項)

(1)医療給付費分 8，513，420 494 8，513，914 494 
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(単位:千円)

節 品目 節

区 分 区 分 概 要 説 明

金 額 金 額

11.役務費 4. 手数料 1.事務経費 2，983 

2， 327 2，327 手 2， 327備 656 

17. 備品購入費 1.庁用器具費

656 656 

1.報 酬 3. 非常勤職員報酬 1.人件費 292 

12 12 (1)パートタイム会計年度任用職員 178 

ア.報 酬 12 
2. 給 料 2. 一般職給

イ.手 当 企 17
83 83 I 

ウ.共済費 183 

3.職員手当等 2. 地域手当 (2)任期付短時間職員 114 

22 8 2. 事務経費 8 

10. 期末手当 旅 8 

11.勤勉手当

14 

4. 共済費 2. 健康保険負担金

175 37 

3. 共済組合負担金

6 

10. 厚生年金負担金

132 

8. 旅 費 1.費用弁償

8 8 

-199-



補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 言十 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2.退医職療被保費険者等 494 494 494 
給付分

(項)

(2)後金期等分高齢者支援 2，352，644 190 2，352，834 190 

2.退後職期等被高保齢者険者支援等
190 190 190 

金 分

(款)

9.予備費 788，232 企 174，106 614， 126 ...656 "'173，450 

(項)

(1)予備費 788，232 企 174，106 614， 126 企656 企 173，450

1.予備費 788，232 "'174，106 614， 126 企656 "'173，450 

歳出合計 43，344，000 企 194，045 43，149，955 2，627 企 172，766 "'23，906 
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節 細 節

区 分 区 分

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 1 .負 担金
交付金

494 494 

18.負担金補助及び 1.負担金
交付金

190 190 

(単位:千円)

概 要 説 明

1.国民健康保険事業費納付金 494 

1.国民健康保険事業費納付金 190 

n
U
 



給 与 費 明 京田 書

1.一般職

(1 )総 括

(単位:千円)

職員数 出合 与 費

区分 共済費 Z口L 計 備 考

(人) 報 酬1 耶"，ι口 料 職員手当 計

補正前
(34) 
36 31，044 145， 673 102. 930 279， 647 53. 274 332.921 

補正額
(-) 

A2 企857 A10，561 A9，141 A20， 559 企2，825 A23， 384 

補正後
(34) 
34 30. 187 135， 112 93， 789 259， 088 50， 449 309， 537 

(注) 任期付職員及び会計年度任用職員の職員数については、 ( )外数とする。

(単位:千円)

区 分 補 正 前 補 正 額 補 正 後

扶 養 手 当 1， 872 A648 1， 224 

t也 域 手 当 15. 106 企1.180 13， 926 

通 勤 手 当 3， 543 企310 3， 233 

管 理 職 手 当 3. 504 企600 2. 904 

職 員 手 当 時間外勤務手当 10. 225 10， 225 

の 内 訳 夜間勤務手当

特殊勤務手当 16 16 

宿 日 直 手 当

期 末 手 当 39. 956 企3，544 36，412 

勤 勉 手 当 27. 106 企2.523 24， 583 

住 居 手 当 1. 602 A336 1， 266 

nu 



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 {蔚 考

市合 料 企 10，561 1給与改定に

伴う増減分

2その他の "'10，561 採用に伴う増加分 織員数の異動状況

増減分 補正前 補正後 増減

退職に伴う減少分 現に在職 人 人 人

する職員数 36 34 ...2 

異動等に伴う増減分 そ の 他

"'10，561 計 36 34 企2

(単位:千円)

nu 



区分 増 減額 増減事由別内訳 説 明 備 考

職員手当 ....9， 141 1制度改正に

伴う増減分

2その他の ....9， 141 扶養手当 企648

増減分 地域手当 ....1， 180 

通勤手当 ....310 

管理職手当 ....600 

時間外勤務手当

夜間勤務手当

特殊勤務手当

宿日直手当

期末手当 ....3， 544 

勤勉手当 企2，523 

退職手当

住居手当 ....336 

(単位:千円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1人当たり給与 (単位:円)
メ7ミ3、 平日 3 年 10 月 1 日 現 在 令和 4 年 7 月 1 日 現在

区 分
平均給料月額 平均給与月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

般 行 政 開演 等 313，905 379， 381 43歳 5月 314，065 403， 996 43歳 7月

(注)平均給与月額には、期末手当・勤勉手当及び退職手当を含まない。

nu 



イ 級別職員数 (単位:人・%)

区 分 9 級 8 級 7 級 6級 5 級 4 級 3 級 2 級 l級 計

令和 3年
3 9 13 4 36 

10月 1日 一般行 政職等

現 在 (5. 6) (8. 3) (25.0) (36. 1) (11. 1) (13. 9) (100. 0) 
令和 4年

2 9 12 4 34 
7月 1日 一般行政職等

現 在 (5. 9) (5. 9) (26. 5) (35. 3) (14. 7) (1). 7) (100. 0) 

(注) ()書は、各区分ごとの構成比である。

nu 



債務負担行為で翌年度以降にわたるも

又は支出額の見込み及び当該年度以降

前年度末までの支出(見込)額

事 業 名 限 度 額 期間
金 額

年度

補正前

国 民健 康保険システム更新委託 補正額 113，190 ~ 
補正後 113，190 

補正前 37，106 

電 算 ν ス ア ム 等 賃 借 料
補正額 145，089 ~ メIh1 干日 4 年 度 云日又Yし 上疋よ←，

分

補正後 182，195 

補正前 1，367，922 ~ 948，059 

メ口L 計 補正額 258，279 ~ 
補正後 1，626，201 ~ 948，059 

nu 



のについての前年度末までの支出額

の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額 左 σコ 員オ 源 内 訳

期間
金 額

特 疋，_L-，. 員オ 源
一般 財 源

年度 国庫支出金 府支出金 地方債 そ σコ 他

~ 113，190 113，190 

υ 「 113，190 113，190 

37，106 37，106 

~ 145，089 145，089 

5~9 182，195 182，195 

~ 419，863 81，479 15，250 323，134 

~ 258，279 258，279 

~ 678，142 81，479 15，250 581，413 

nu 
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議案第 29号

令和 4年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第 2号)

令和 4年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第 2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 I条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 151， 096千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 36，261，096千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 2条 債務負担行為の変更は、 「第 2表 債務負担行為補正」による。

令和 4年(2 0 2 2年) 9月 8日提出

枚方市長 伏見 隆

nu 



第 1 表 歳入歳出予算補E

歳 入 (単位:千円)

款 項 補正 8ijの額 補 if: 額 計

6 繰入金 6，029，453 企2，093 6， 027， 360 

i (1) 一般会計繰入金 5，404，766 企2，093 5， 402， 673 

8， 繰越金 800，000 153， 189 9，S:3， 189 

(1)操越金 800， 000 153，189 953，189 

歳 入 」け〉、 言十 36， 110，000 151，096 36，261，096 
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歳 出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 総務費 590， 951 "'2，093 588，858 

(1)総務管理費 375， 046 "'2，093 372， 953 

5. 諸支出金 512，426 54， 837 567， 263 

(1)償還金及び還付加算金 397，675 54， 837 452， 512 

6. 基金積立金 414，604 98， 352 512，956 

(1)基金積立金 414， 604 98，352 512，956 

歳 出 l口L 計 36，110，000 151， 096 36， 261， 096 



第 2表債務負担行為補正

(単位:千円)

ネ南 正 前 宇宙 正 後

事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

介護用品支給事業委託
令 和4年度から

35， 323 
令 和 5年度まで

i口L 言十 ~ 21，553 ~ 56，876 

( )喜は、金融機関等に対する債務保証





歳入歳出補正予算事項別明細書
歳入

節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 分 金 額

(款)

6.繰入金 6，029，453 6，027，360 

(項)

(1)一般会計繰入金 5，404，766 5，402，673 

1.一般会計繰入金 5， 404， 766 5，402，673 I 3. 職員給与等繰入 .A.2，093 
/ぷ¥比

(款)

8.繰越金 800，000 153， 189 953， 189 

(項)

(1)繰越金 800， 000 153， 189 953， 189 

1.繰越金 800， 000 153， 189 953， 189 1.繰越金 153， 189 

歳 入 l仁L3 計 36， 110， 000 



(単位:千円)

非回 節
概 要 言見 明

区 分 金 額

1.職員給与等繰入金 企2，093 1.職員給与等繰入金 "'2，093 

1.前年度繰越金 153， 189 1.前年度繰越金 153， 189 



歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 言十 特 { ノi二 員オ 源
一自主財源

国府支11¥金 地 方 イ責 そ 。コ 他

(款)

590.951 I 務 費
上

.2，093 588，858 .2，093 

(項)

(1)総務管f型賀2 375， 046 .2，093 372，953 .2，093 

l ゐ般管理費 375， 046 .2，093 372，953 I 企2，093

(款)

5.諸支出金 512，426 54，837 5b7.263 54， 837 

(項)

(1)…| 397，675 54， 837 452，512 54，837 
加算金

| 

ヮ，“



Eん介P 赤間 節

区 分 区 分

金 額 金 額

1.報 酬刊 3. 非常勤職員報酬

..903 ..903 

2. 給 料 2. 一般職給

:1. 職員手当等 1.扶養手当

..539 

i 2. 地域手当

29 

3. 通勤手当

51 

10. 期末手当

..566 

11.勤勉手当

企491

19. 児童手当等

120 

4. 共 済費 2. 健康保険負担金

..621 企 ]]0

3. 共済組合負担金

企438

4. 災害補償基金負
担金

..61 

10. 厚生年金負担金

..12 

(単位:千円)

概 要 説 明

1.人件費 ..2，093 

(1)パートタイム会計年度任用職員 企 1，273

ア.報 酬 企90:1

イ.手 当 企250

ウ.共消費 ..120 

(2)一般職員 ..B20 

η
t
a
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補正額の財源内訳

ぷ; エ百 目 補正前の額 補正額 言十 特 定' 員f 源

国府支出金 |地
一般財源

方 {責 ZL - σ〕 他

1.償還金 388，305 I 54，837 443， 142 

(款)

(i.基金積立金 414，604 512，956 98， 352 

(項)

(1)基金積立金 414，604 98， 352 512，956 98， 352 

L基金積立金 414，604 98， 352 512，956 9S，352 

歳出 合計 151， 096 153，189 A2，093 

O
凸
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(単位:千円)

色も 制H 節

区 ノノゴ¥ I>C 分 概 要 Z見 |閃

金 額 fヨ¥て 額

22. 償還金利子及び I 1.償還金 1.同庫負担金等償還金 54，837 
割ヲ|料

長4，837 54，837 

24.積立余 1.基金積立金 1.介護給付貨準的基金積立金 98，352 

98. 352 98，352 
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給 与 費 明 帝国 ゴ主
Eヨ

1 . 一般職

( 1)総括

(単位:千円)

職員数 出合 与 費

区分 共済費 メ口三、 言十 備 考

(人) 報 酬 給 影} 職員手当 計

補正前
(39) 
28 64. 733 106.663 86. 527 257. 923 50. 457 308. 380 

補正額
(-) 

...903 企30 企659 "'1. 592 企621 企2.213 

補 正後
(39) 
28 63. 830 106. 633 85. 868 256.331 49. 836 306. 167 

(注) 会計年度任用職員の職員数については、 ( )外数とする。

(単位:千円)

区 分 補 正 前 補 正 額 令市 正 後

扶 養 手 当 1. 794 318 2. 112 

地 域 手 当 11. 140 29 11. 169 

通 勤 手 当 3. 166 51 3. 217 

管 理 I議 手 当 2. 940 2.940 

職員 手 当 時間外勤務手当 8. 923 8. 923 

の 内 訳 夜間勤務手当

特殊勤務手当 2 

宿 日 直 手 当

期 末 手 当 36. 951 企566 36. 385 

勤 勉 手 当 19. 979 ...491 19.488 

住 居 手 当 1. 632 1. 632 

ヮ，“



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考

給 学ト A30 1給与改定に

伴う増減分

2その他の A30 採用に伴う増加分 職員数の異動状況

培減分 補正前 補正後 増減

退職に伴う減少分 現に在職 人 人 人

する職員数 29 28 Al 

異動等に伴う増減分 そ の 他 Al 

A30 計 28 28 

(単位:千円)

ヮ，“



(単位:千円)

区分 増 減額 増減事由別内訳 説 明 {賄 考

職員手当 ....659 1制度改正に

伴う増減分

2その他の ....659 扶養手当 318 

増減分 地域手当 29 

通勤手当 51 

管理職手当

時間外勤務手当

夜間勤務手当

特殊勤務手当

宿日直手当

期末手当 ....566 

勤勉手当 ....491 

住居手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1人当たり給与 (単位:円)
メ刊S、 和 3 年 10 月 1 日 現 在 令和 4 年 7 月 1 日現在

区 分
平均給料月額 平均給与月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

時空 行 政 職 等 314， 957 387，619 43歳。月 320， 050 411， 121 44歳 2月

(注)平均給与月額には、期末手当・勤勉手当及び退職手当を含まない。

ヮ，“



イ 級別職員数 (単位:人・%)

区 分 9級 8級 7級 6級 6級 4級 3級 2級 l級 計

令和 3年
8 10 29 

10月 1日 一般行政職等

現 在 (20. 7) (27. 6) (34.5) (6.9) (10. 3) (100.0) 

令和 4年
9 9 4 28 

7月 1日 一般行政職等

現 在 (17.9) (32. 1) (32. 1) (14. 3) (3. 6) (100. 0) 

(注) ()書は、各区分ごとの構成比である。
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債務負担行為で翌年度以降にわたるも

又は支出額の見込み及び当該年度以降

前年度末までの支出(見込)額

事 業 名 限 度 額 期間
金 額

年度

補正前

介 護 用 ロロロ 支 給 事 業 委 託 補正額 35，323 ~ 
補正後 35，323 

補正前 1，860，805 ~ 598，440 

l口L 計 補正額 35，323 ~、
補正後 1，896，128 ~、 598，440 

ヮ，“



のについての前年度末までの支出額

の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

期間
金 額

特 疋炉~司齢 財 源、
一般財源

年度 国庫支出金 府支出金 地方債 そ の 他

~ 35，323 13，599 6，800 8，124 6，800 

5 35，323 13，599 6，800 8，124 6，800 

~ 1，262，365 411，958 206，253 257，396 386，758 

~、 35，323 13，599 6，800 8，124 6，800 

~、 1，297，688 425，557 213，053 265，520 393，558 

ヮ，“
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議案第 30号

令和 4年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2号)

令和 4年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第 2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 11，015千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 7，431， 015千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 4年(2 0 2 2年) 9月 8日提出

枚方市長 伏見 隆
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第 1 友 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位:千円)

款 1百 補正前の額 十市 正 額

2. 繰入金 1， '129，941 .614 1，429，327 

(1)一般会計繰入金 1，429，941 企611 1，429，327 

4. 繰越金 60， 000 11，629 71，629 

(1)繰越金 60， 000 11，629 71，629 

歳 入 i口〉、 計 7，420，000 11，015 7，431，015 
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歳 出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 ネ市 E 額 計

1. 総務費 206， 184 ...614 205，570 

(1)総務管理費 193，290 "'614 192，676 

2 後期高齢者医療広域連 7， 187，676 11，629 7， 199， 305 
合納付金

( 1)後期高齢者医療広域連 7， 187，676 11，629 7， 199，305 
合納付金

歳 出 l口h、 計 7，420，000 11，015 7，431，015 
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歳入
歳入歳出補正予算事項別明細書

節
款 項 目 補正前の額 補正額 言十

区 分 f且¥L 額

(款)

2.繰入金 1， 429， 941 企614 1，429，327 

(項)

(1)一般会計繰入金 1，429，941 .A614 1，429，327 

1.一般会計繰入金 1，429，941 企614 1，429，327 3. 職員給与等繰入 企614
金

(款)

4.繰越金 60， 000 11，629 71，629 

(項)

(1)繰越金 60， 000 11，629 71，629 

1. 繰 越 金 60， 000 11， 629 71，629 l 繰越金 11，629 

歳 入 l口L 言十 7，420，000 11，015 7， 431， 015 

η九
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細 節

区 分 金 額

I 1 職員給与等繰入金 企614

1.前年度繰越金 11，629 

(単位千円)

概 説 明要

1 職員給与等繰入金 ....614 

1.前年度繰越金 11，629 

η九
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歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正額 計 特 疋~ー， 日オ 源
一般財源

国府支出金 地 方 f責 .:f: 。コ 市也

(款)

1.総 務 費 ..614 205，570 ..614 

(項)

(1)総務管理費 193，290 企614 192，676 企614

1.一般管浬費 193， 290 ..614 192，676 企614

(款)

2.後期高齢者医療 11，629 7，199，305 11，629 
広域連合納付金

(項)

(1)後期高齢者医療 11，629 7， 199， 305 11，629 
広域連合納付金

η九
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節 車田 節

区 分 区 分

金 額 金 額

1.報 酬 3. 非常勤職員報酬

企 10 企 10

2. 給 キヰ 2. 一般職給

企902 .902 

3. 職員手当等 1.扶養手当

.191 480 

2. 地域手当

.32 

3. 通勤手当

181 

10. 期末手当

.86 

11.勤勉手当

.254 

14. 住居手当

企660

19. 児童手当等

180 

4.共済費 3. 共済組合負担金

489 515 

4. 災害補償基金負
担金

企24

10. 厚生年金負担金

.2 

(単位・千円)

概 要 言見 明

I 人件費 .614 

(1)パートタイム会計年度任用職員 企59

ア.報 回H .10 

イ.手 当 .54 

ウ.共済費 5 

(2)一般職員 企555

η九
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|補正前の額

補正額の財源内訳

款 項 日 補正額 言十 特 F正E 日干 源
一般財源

国府支出金 地 方 イ責 :c: の 他

1.後期域高齢者医療 7， 187，676 11，629 7，199，305 11，629 
広連合納付金

歳出合計一 7，420，000 11，015 7，431，015 11，629 企614

η九
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E叶 H 品目 i'iヤメHヤ

区 分 区 分

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 1 .負 担金
交付金

11，629 11，629 

(単位千円)

概 説 明要

1.大阪府後期高齢者医療広域連合負担金 11，629 

η九
U



給 与 費 明 高田 書

1 . 一 般職

(1)総括

(単位:千円)

職員数 給 与 費

区分 共済費 Z仁L1 計 備 考

(人) 報 酬 市合 事ヰ 職員手当 計

補正前
(6) 
10 8. 684 39. 647 27， 882 76. 213 14.882 91. 095 

補正額
(2) 

企l ...10 企902 企371 ...1， 283 489 ...794 

補 正後
(8) 

8.674 38. 745 27. 511 74， 930 15， 371 90. 301 

(注) 会計年度任用職員の職員数については、 ( )外数とする。

(単位:千円)

区 分 ネ南 正 前 補 正 額 補 正 後

扶 養 手 当 696 480 1， 176 

地 域 手 当 4， 178 ...32 4， 146 

通 勤 手 当 780 181 961 

会目主 理 職 手 当 1， 428 1， 428 I 

職員 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 1， 648 1， 648 

の 内 訳 夜 間勤務手当

特 殊勤務手当

宿 日 直 手 当

期 末 手 当 10， 782 企86 10， 696 

勤 勉 手 当 7， 498 企254 7. 244 

住 居 手 当 872 ...660 212 
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(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考

最古 料 .A.902 1給与改定に

伴う増減分

2その他の .A. 902 採用に伴う増加分 職員数の異動状況

増減分 補正前 補正後 増減

退職に伴う減少分 現に在職 人 人 人

する職員数 10 .A.1 

異動等に伴う増減分 JL t の 他

企902 計 10 9 .A.1 

(単位:千円)
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区分 増 減額 増減事由別内訳 説 明 {椅 考

職員手当 企371 1制度改正に

伴う増減分

2その他の .A.371 扶養手当 480 

増減分 地域手当 .A.32 

通勤手当 181 

管理職手当

時間外勤務手当

夜間勤務手当

特殊勤務手当

宿日直手当

期末手当 .A.86 

勤勉手当 .A.254 

住居手当 .A.660 

(単位:千円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1人当たり給与 (単位:円)
メ1会3、 手口 3 年 10 月 1 日 現 在 令和 4 年 7 月 1 日現在

区 分
平均給料月額 平均給与月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

般 行 政 職 等 ;127. 670 396. 208 45歳 8月 354. 233 465. 197 50歳 3月

(注)平均給与月額には、期末手当・勤勉手当及び退職手当を含まない。
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イ 級別職員数 (単位:人・%)

区 分 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 l級

令和 3年
3 10 

10月 1日 一般行政職等

現 在 (10. 0) (10. 0) (30.0) (30.0) (10. 0) (10. 0) (100. 0) 
令和 4年

4 9 
7月 1日 一般行政職等

現 在 (11. 1) (11. 1) (44. 5) (22. 2) (11. 1) (100. 0) 

(注) ()書は、各区分ごとの構成比である。
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議案第 31号

令和 4年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第 2号)

令和 4年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第 2号)は、次に定める

ととろによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 299千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ 47，299千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 4年(2 0 2 2年) 9月 8日提出

枚方市長 伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 E 額 言十

4. 繰越金 20， 000 299 20， 299 

( 1)繰越金 20，000 299 20， 299 

歳 入 Z仁L3 言十 47，000 299 47，299 

凋
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歳 出 (単位:千円)

款 工百 |補正前の額 ネ南 正 額 言十

母子父子寡費婦福祉資金 46，990 299 47，289 
貸付事業

(1)母子父子寡費婦福祉資金 46，990 299 47，289 
! 貸付事業

歳 出 1E3 L 計 299 47，299 
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳入

宣告
款 項 日 補正前の額 補正額 計

区 分 金 額

(款)

4繰越金 20， 000 299 

(項)

(1)繰越金 20，000 299 20，299 

1.繰越金 20， 000 299 20，299 1.繰越金 299 

歳 入 l口L 計 299 47，299 
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品目 節

区 分 金 額

1.前年度繰越金 299 

(単位:千円)

概 要 説 明

1.前年度繰越金 299 
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歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 言十 特 疋{ 員才 源
一般財源

国府支出金 地 方 f責 .:c ぴ〉 他

(款)

1.ffl:Cf5Z.子一 46， 990 299 47，289 299 
祉資金貸付事業
費

(項)

(1)母子父子寡婦福 46， 990 299 47，289 299 
祉資金貸付事業
費

1.母子父子寡婦福 44， 153 299 44，452 299 
祉資金貸付金

歳 出合計 299 47，299 299 
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節 岸田 節

区 分 区 分

f且ム、 額 人以比 額

20 貸付金 1 .貸 付金

299 299 

(単位千円)

概 要 三見 明

1.母子父子寡婦福祉資金貸付金 299 

(1)母子福祉資金貸付金 299 
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議案第 32号

令和4年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第 2号)

(総則)

第 1条令和 4年度大阪府枚方市水道事業会計の補正予算(第 2号)は、次に定める

ところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2条令和 4年度大阪府枚方市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第 3条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(単位:千円)

科 目 既決予定額 補 E 予定額 言十

第 1款 水道事業収益 6，972，573 ... 2，707 6，969，866 

第 1項 営 業 収 益 5，611，040 ... 2，639 5，608，401 

第2項 ρ凸ユL，. 業 外 収 益 1， 361， 149 ... 68 1，361， 081 

支 出

(単位:千円)

科 目 既決予定額 補王予定額 言十

第 1款 水道事業費用 6， 117，870 138， 155 6，256，025 

第 1項 戸昂三L，. 業 費 用 5， 529， 583 138， 155 5，667，738 

(資本的収入及び支出)

第3条予算第 4条本文括弧書きを、 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

2，887，674千円は、当年度消費税資本的収支調整額323，685千円、建設改良積立金

200，000千円、過年度損益勘定留 保 資 金 748，712千 円 、 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資金

1，615， 277千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。
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収 入

(単位:千円)

不ト 目 既決予定額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 収 入 3，081，929 企 153，000 2，928，929 

第 1項 i人I二 業 債 2，749，000 ... 153，000 2，596，000 

支 出

(単位:千円)

科 目 既決予定額 補正予定額 言十

第 1款 資 本 自句 支 出 5，963，714 ... 147，111 5，816，603 

第 1項 建 設 改 良 費 4， 073， 638 企 162，355 3，911，283 

第 3項 固定資産購入費 48，641 15， 244 63， 885 
』幽箇

(債務負担行為)

第4条予算第 6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を

次のとおり改める。

(単位:千円)

補 E 日Ij 補 正 後
事 項

期 間 限度額 期 間 限度額

配水管移設工事 令和4年度から
(令和4年度設定分) 53，000 
(その 2) 令和5年度まで

水道施設更新事業 令和4年度から
(令和4年度設定分) 170，000 
(その 2) 令和5年度まで

メ口h、 計 -------306，955 ------- 529，955 

(企業債)

第 5条予算第 7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次の

とおり改める。

(単位:千円)

起 債 の 目 的 区分 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

補正前
借入先の融資条件に

716，000 よる。ただし、企業

上水道施設改良事業
普通貸借又

8%以内
財政その他の都合に

は証券発行 より繰上償還又は、

補正後 563，000 低利に借り換えるこ
とができる。

A
A
1
 



(注)借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6条予算第 9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

1. 職員給与費 985，638 41，035 

(単位:千円)

計

1. 026. 673 

1
T
 

イ
古
川
1

目 既決予 定 額 | 補 正 予 定 額

(他会計からの補助金)

第 7条予 算第10条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を732，902千円に

改める。

令和4年 (20 2 2年) 9月 8日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 4年度大阪府枚方市水道事業
1 .収益的収入

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

水 道 事 業 収 益 6，972，573 企 2，707 6，969，866 

戸凸主左手 業 収 益 5，611，040 企 2，639 5，608，401 

他会計負担金 6，820 企 2，639 4， 181 

営 業 外 収 益 1，361，149 企 68 1，361，081 

他会計負担金 4， 194 442 4，636 

他会計補助金 731，513 1， 389 732，902 

資本費繰入収 益 23，660 企 1，899 21， 761 

収 入 l口L 言十 6，972，573 企 2，707 6，969，866 
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会計補正予算説明書(第 2号)
(単位:千円)

節

区 分 戸且ム~ 額

他会計負 担金 企 2，639

他会計負 担金 442 

他会計補助金 1， 389 

資本費繰入収益 企 1，899

概 要 説 明

千円

1 .他会計負担金 .A. 2， 639 

消火栓維持管理手数料

1 .他会計負担金 442 

児童手当分

1 .他会計補助金 1，389 
水道料金福祉減免分

1 .資本費繰入収益 企 1，899

消火栓新設負担金

F
h
υ
 



2. 収益的支 出

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 言十

7]( 道 事 業 費 用 6， 117，870 138， 155 6，256，025 

戸凸三Z会 業 費 用 5，529，583 138， 155 5，667，738 

原水及び浄水費 1，695，539 79，995 1，775，534 

配水及び給水費 785，391 37，209 822，600 
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(単位:千円)

節

区 分 人』ム 額

給 料 2，628 

手 当 等 2， 108 

1去 r疋ムー， 福 手Ij 費 ... 431 

動 力 費 75，690 

給 料 5，319 

幸民 酎H 1， 157 

手 当 等 2，655 

法 定 福 手Ij 費 ... 618 

光 ~丸 費 576 

動 力 費 28， 120 

概 要 説 明

千円

1 .人件費 4， 305 

(1)給料 2，628 

ア.一般職員 2，548 

イ.再任用職員 80 

(2)手当等 2， 108 

ア.扶養手当 360 

イ.地域手当 298 

ウ.通勤手当 181 

エ.特殊勤務手当 18 

オ.住居手当 336 

カ.期末手当 381 

キ.勤勉手当 234 

ク.児童手当 300 

(3)法定福利費 企 431

共済組合負担金

2.施設維持管理経費 75，690 

動力費

1 .人件費 8，513 

(1)給料 5，319 

ア.一般職員 7，248 

イ.再任用職員 企 1，929

(2)報酬 1， 157 

ノfートタイム会計年度任用職員

(3)手当等 2，655 

ア.扶養手当 企 438

イ.地域手当 469 

ウ.通勤手当 657 

エ.管理職手当 企 185

オ.特殊勤務手当 2 

カ.住居手当 986 

キ.期末手当 1，118 

ク.勤勉手当 586 

ケ.児童手当 企 540

(4)法定福利費 企 618

ア.健康保険負担金 企 178

イ.共済組合負担金 196 

ウ.厚生年金負担金 企 636

2.各配水場維持経費 28，696 

(1)光熱費 576 

(2)動力費 28， 120 
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款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

:主3立ζ， 託 工 事 費 101，995 15 102，010 

業 fJコE 費 239，567 381 239，948 

総 係 費 307， 747 21， 744 329，491 

」一一一一
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(単位: 千円)

節

区 分 f耳¥乙 額

手 当 等 7 

f去 疋，_L，. 福 手Ij 費 8 

給 料 169 

手 当 等 121 

法
疋rムー.

福 手Ij 費 91 

手合 キヰ ... 1，198 

幸良 酬 企 1，602

手 当 等 ... 144 

法 疋，_L，. 福 未Ij 費 ... 1，964 

退 職 給 付 費 25，084 

光 熱 費 1，568 

概 要 説 明

千円

1 .人件費 15 

(1)手当等 7 

ア.期末手当 A 7 

イ.勤勉手当 14 

(2)法定福利費 8 

共済組合負担金

1 .人件費 381 

(1)給料 169 

一般職員

(2)手当等 121 

ア.扶養手当 102 

イ.地域手当 27 

ウ.通勤手当 企 118

エ.期末手当 107 

オ.勤勉手当 33 

カ.児童手当 A 30 

(3)法定福利費 91 

ア.健康保険負担金 企 2

イ.共済組合負担金 79 

ウ.厚生年金負担金 14 

1 .人件費 20，176 

(1)給料 企 1，198 

ア.一般職員 A 1，684 

イ.再任用職員 486 

(2)報酬 A 1，602 

ノ《ートタイム会計年度任用職員

(3)手当等 企 144

ア.扶養手当 240 

イ.地域手当 19 

ウ.通勤手当 企 480

エ.管理職手当 1，152 

オ.住居手当 企 876

カ.期末手当 企 402

キ.勤勉手当 A 37 

ク.児童手当 240 

(4)法定福利費 企1， 964 

ア.健康保険負担金 企 32

イ.共済組合負担金 A 1，780 

ウ.厚生年金負担金 企 152

(5)退職給付引当金繰入額 25，084 

2.一般諸経費 1，568 

光熱費

F
h
υ
 



款 項 目 補 正 前 の 額 ネ甫 正 額 計

資 産 減 耗 費 172，101 企 1，189 170，912 

支 出 l口L 言十 6， 117，870 138， 155 
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(単位:千円)

節

区 分 f平、¥ 額

固定資産除却費 企 1，189 

概 要 説 明

1 .固定資産除却費 ... 1，千189円

水道施設更新事業等に係る除却
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3. 資本的収入

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

資 本 自守 収 入 3，081，929 企 153，000 2，928，929 

企 業 債 2，749，000 企 153，000 2，596，000 

上水道施設改良
1，587，000 A 153，000 1，434，000 

事 業 債

収 入 i口k 計 3，081，929 企 153，000 2，928，929 



(単位: 千円)

節

区 分 戸』ム、 額

上水道施設改良
企 153，000

事業債

概 説 明要

千円

1 .上水道施設改良事業債

上水道施設改良事業

企 153，000



4. 資本的支出

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

資 本 的 支 出 5，963， 714 企 147，111 5，816，603 

建 設 改 良 費 4，073，638 企 162，355 3，911，283 

事 務 費 264，388 7，645 272，033 

建設改良事業費 1，378，250 企 170，000 1，208，250 

固定 資 産 購入費 48，641 15，244 63，885 

有形固定資産購入費 48，641 15，244 63，885 

支 出 l口k 計 5，963， 714 企 147，111 5，816，603 



(単位: 千円)

節
概 要 説 明

区 分 人』ム 額

千円

給 キヰ 3，999 1 .人件費 7，645 

(1)給料 3，999 

ア.一般職員 5，228 

幸良 酬 企 1 イ.再任用職員 企 1，229

(2)報酬 企 1

ノミートタイム会計年度任用職員

手 当 等 2，147 (3)手当等 2，147 

ア.扶養手当 企 138

イ.地域手当 386 

i去 疋rムー. 福 手Ij 費 1，500 ウ.通勤手当 A 69 

エ.住居手当 336 

オ.期末手当 755 

カ.勤勉手当 337 

キ.児童手当 540 

(3)法定福利費 1，500 

ア.健康保険負担金 企 49

イ.共済組合負担金 1，752 

ウ.厚生年金負担金 企 203

工 事 言青 負 費 企 170，000 1 .工事請負費 企 170，000

施設改良事業

メ 一 タ 一 15，244 1 .メーター 15，244 

20皿 ほか



給与費明細書
1 .総 括 (単位:千円)

耳哉 員 数 五合 与 費

区 分
特別職

一般職
法 定

よ口』 言十
管理者その他

(人)
報 酬 車合 料 手 当 計 福 利 費

(人)I (人)

損益勘定
9 

(10) 
14，711 254，148 387， 719 656，578 96，492 753，070 

補 支 弁 職 員 68 

正
資本勘定 (2) 

4， 130 105， 196 79， 591 188，917 38，461 227，378 
支 弁 職 員 28 

目リ l口L 言十 9 
(12) 

96 
18，841 359，344 467， 310 845，495 134，953 980，448 

損益勘定 H 
.A.445 6，918 29，861 36， 334 .A.2，914 33，420 

中南 支弁職員 3 

正
資本勘定 (一)

.A.1 3，999 1，607 5，605 1，500 7，105 
支弁職員 2 

額 メ口玉、 言十
(一)

5 
企446 10，917 31，468 41，939 .A.1，414 40， 525 

損益勘定
9 

(10) 
14，266 261，066 417，580 692，912 93，578 786，490 

補 支弁職員 71 

正
資 本 勘 定 (2) 

4，129 109， 195 81， 198 194，522 39，961 234，483 
支弁職員 30 

後 メ口L 言十 9 
(12) 

101 
18，395 370，261 498， 778 887，434 133，539 1，020，973 

※ 会計年度任用職員の職員数については、 ( )外数とする。

※ 上下水道事業管理者の給料・手当・法定福利費については、下水道事業会計と折半している。

手

区 分 ネ市

扶 養 手 当

地 域 手 当

通 勤 手 当

#国有 理 職 手 当

当 。コ 内 訳 時 間 外 勤 務 手 当

特 殊 勤 務 手 当

住 居 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

退 職 庁εiロι イ寸 費

※ 期末・勤勉手当額には、賞与引当金計上分を含む。

※ 退職給付費については、退職給付引当金への繰入分。

(単位:千円)

正 目IJ ネ南 正 額 補 正 後

9，870 126 9，996 

38，254 1， 199 39，453 

8，363 171 8，534 

13，260 967 14，227 

34，527 34， 527 

262 20 282 

6，980 782 7， 762 

86，564 1，952 88， 516 

64，666 1， 167 65，833 

204， 564 25，084 229，648 



2.給料及び手当の増減額の明細

一般 職 (単位:千円)

区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考

車合 事ヰ 10，917 1給与改定に

伴う増減分

2その他の 10，917 採用に伴う増加分 職員数の異動状況

増 減 分 4，013 (単位・人)

退職に伴う減少分 ----補E前 補正後 増減

現に在職
103 101 企2

JJ.. 7，352 する職員数

異動等に伴う増減分
そ の 他 企7 。 7 

言十 96 101 5 

14，256 

手 当 31，595 1制度改正に

伴う増減分

2その他の 31，595 扶 養 手 当 126 

土自 減 分
地 域 手 当 1， 199 

通 勤 手 当 170 

管 理 職 手 当 967 

時間外勤務手当

特殊勤務手当 20 

イ主 居 手 当 782 

期 末 手 当 2，080 

勤 勉 手 当 1， 167 

退職給付費 25，084 

3.給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与 (単位:円)

区 分 一般行政職 技能労務職

平 均 五合 キヰ 月 額 317，555 271，781 

令和 4年 7月 1日現在 平 均 ホ合 与 月 額 394，492 324，298 

平 均 年 齢 歳 43歳 0月 37歳 9月

平 均 *'‘ι ロ キヰ 月 額 315，738 266， 532 

令和 3年 10月 1日現在 平 均 高合 与 月 額 396，495 323，869 

平 均 年 齢 歳 43歳 7月 36歳 11月

※ 平均給与月額には、期末手当、勤勉手当及び退職給付費を含まない。

。ム



(2)級別職員数

品交 行 政 職 技 l目ミトE勺 労 務 耳談

区 分

等 級 職員数(人) 構成比(見) 等 級 職員数(人) 構成比(見)

9 級 9 級

8 級 1.2 8 級

7 級 7 *>& 

6 級 8 9.4 6 級

5 級 11 12.9 5 級 3 18. 8 

令和 4年 7月 1日現在

4 級 22 25.9 4 級 4 25. 0 

3 級 23 27. 1 3 級 5 31. 2 

2 級 13 15. 3 2 級 4 25. 0 

級 7 8.2 級

計 85 100.0 言十 16 100.0 

9 級 9 級

8 級 8 級

7 級 7 級

6 級 9 10. 1 6 級

5 級 12 13. 5 5 級 3 21. 4 

令和 3年 10月 1日現在

4 級 24 26.9 4 級 2 14.3 

3 級 19 21. 4 3 級 5 35. 7 

2 級 19 21. 4 2 級 4 28.6 

級 6 6. 7 級

計 89 100.0 計 14 100.。





債 務 負 担 行 為

事 項 ~N 度 額

補正前

配水管移設工事(令和 4年度設定分) (その 2) 補正額 53，000 

補正後 53，000 

補正前

水道施設更新事業(令和 4年度設定分) (その 2) 補正額 170，000 

補正後 170，000 

補正前 16， 116， 104 

メ口玉、 計 補正額 223，000 

補正後 16，339，104 



関 す る

|前年度末までの支払発生(見込)額

期 間
1iZム 額

年度

----
----
~ 

674，517 

674，517 

言周 呈主
Fヨ

当該年度以降の支払義務発生予定額

期 間
1iZム 額

年度

---- 53，000 

5 53，000 

---- 170，000 

5 170，000 

¥ 
15，441，587 

223，000 

15，664，587 

(単位:千円)

左 の 財 源、 内 訳

企業債及び損益勘定留保資金

企業債及び損益勘定留保資金



議案第 33号

令和 4年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算(第 2号)

(総則)

第 1条 令和4年度大阪府枚方市病院事業会計の補正予算(第 2号)は、次に定めるところに

よる。

(収益的収入及び支出)

第 2条 令和4年度大阪府枚方市病院事業会計予算(以下「予算」としづ。)第 3条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

~又 入

科 目 既決 予 定 額補正予定額 計

第 1款病院事業収益 10， 712， 277千円 498， 142千円 11，210，419千円

第 l項 医 業収 益 9，368，368千円 25，497千円 9，393，865千円

第 2項医業外収益 1，343， 795千円 472，645千円 1，816，440千円

支 出

科 目 既決 予 定 額補正予定額 計

第 l款病院事業費用 11，080， 164千円 73， 383千円 11，153，547千円

第 1項 医業費用 10，655，469千円 73， 383千円 10，728，852千円

(資本的収入)

第 3条 予算第4条本文括弧書きを(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額467，932

千円は、当年度消費税資本的収支調整額2，073千円及び過年度損益勘定留保資金465，859

千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額補正予定額 計

第 1款資本的収入 1，319，245 +円 4， 145千円 1，323，390千円

第 4項補 助 金 4， 145千円 4， 145千円



(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4条 予算第 9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

科

(1) 給 5，317，563千円

既決予定額|補正予定額

48， 166千円普
( 円千Q
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令和 4年 (20 2 2年) 9月 8日提出

枚方市長伏見 隆
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令和4年度大阪府枚方市

1. 収益的収入

款 工百 目 補正前の額 補正額 計

(1) 病 院 事 業 l収 益 10，712，277 498， 142 11，210，419 

1. 医 業 収 益 9，368，368 25，497 9，393，865 

3.その他医業収益 790， 313 25，497 815，810 

2. 医 業 外 収 益 1，343，795 472，645 1，816，440 

3.補 助 金 49，408 472，645 522，053 

収 入 l口L 計 10，712，277 498， 142 11，210，419 



病院事業会計補正予算説明書(第 2号)

(単位:千円)

節

区 分 金 額

受託検査胞設手Ij用収益 25，497 

府 ネ市 助 f且、ム 472，645 

概 説要 明

千円

1. 受託検査料 25，497 

1. 府補助金 472，645 

( 1 )ゴールデンウィーク発熱患者等診療・ 4，080 

検査協力金

( 2 )新型コロナウイルス感染症入院患者の 6，600 

宿泊療養施設等への早期転送協力金

( 3 )新型コロナウイルス感染症退院基準 200 

到達患者の受入協力金

( 4 )新型コロナウイルス感染症患者等 451，992 

入院病床確保緊急支援事業費補助金

( 5 )新型コロナウイルス感染症に係る 5，394 

特殊勤務手当支給事業補助金

( 6 )新型コロナウイルス感染症帰国者・ 4，379 

接触者外来等設備整備事業補助金



2. 収益的支出

款 項 目 補正前の額 補正額 計

(1) 病 院 事 業 費 用 11，080， 164 73， 383 11，153，547 

1 .医 業 費 用 10，655，469 73，383 10，728，852 

1.給 与 費 5，317，563 48， 166 5， 365， 729 

3.経 費 2，438，483 22，361 2，460，844 

4.減 イ面 {賞 却 費 907， 184 2，856 910，040 

支 出 ム口、 計 11，080，164 73， 383 11，153，547 



(単位:千円)
RkpH r 

区 分 金 額

小.f/;(::.口. 料 26，885 

手 当 等 8，670 

法 定 福 利 費 12，611 

賃 f土日k キヰ 3，468 

委 託 料 18，893 

有形固定資産減価償却費 2，466 

無形固定資産減価償却費 390 

概 要 説 明

千円

1. 給料 26，885 

( 1 )一般職

医師給 26，885 

2. 手 当 等 8，670 

( 1 )地域手当 3， 127 

( 2 )期末手当 企284

( 3 )管理職手当 4， 378 

( 4 )初任給調整手当 1，449 

3. 法定福利費 12，611 

共済組合負担金 12，611 

1. 賃借料 3，468 

その他借上料 3，468 

2.委託料

その他委託料

18，893 

18，893 

1. 有形固定資産減価償却費

器械及び備品

2，466 

2，466 

2. 無形固定資産減価償却費 390 



3. 資本的収入

款 工面 目 補正前の額 補正額 計

(1) 資 本 的 リ又 入 1， 319， 245 4，145 1，323，390 

4. ネ市 助 ~μ\ ム 4， 145 4，145 

1.補 助 金 4，145 4， 145 

収 入 f口k 計 1，319，245 4，145 1，323，390 



(単位:千円)

節

区 分 人豆乙 額

府 :ffll 助 アfi7: 4， 145 

概 言見 明要

千円

1. 府補助金 4，145 

( 1 )新型コロナウイルス感染症外来診療 583 

(透析治療・周産期・小児医療)感染

対策設備整備事業補助金

( 2 )新型コロナウイルス感染症患者類似症 3，562 

状患者受入れのための救急・周産期・

小児医療体制確保事業補助金



給与費明細書

1.総括
単位:千円)

職 員 数 給 与 費

特別職 一般職
I去 r疋ム二ー，

区 分 合計

管理者 そ の 他
報 酬 給 料 手 当 言十 福利費

(人) (人) (人)

損益勘定
(177) 

5，294，418 I 
補 支弁職員 22 497 331，797 1，930，414 2， 228， 822 4，491，033 803，385 

正
資本勘定
支弁職員

日1)
(177) 

i口L 言十 22 497 331， 797 1，930，414 2，228，822 4，491，033 803， 385 5，294，418 

損益勘定
(企10)

ネ市 支弁職員 .A，2 26，885 8，670 35， 555 12，611 48，166 

正
資本勘定
支弁職員

額 (企10)
i口〉、 計 .A，2 26，885 8，670 35， 555 12，611 48， 166 

損益勘定
(167) 

ネ市 支弁職員 22 495 331，797 1，957，299 2，237，492 4，526，588 815，996 5，342，584 

正
資本勘定
支弁職員

後
(167) 

/'口入 計 l 22 495 331，797 1，957，299 2，237，492 4，526，588 815，996 5，342，584 

日目寸i期付職員及び会計年度任用職員の職員数については、( )外数どする。

.!.L.. II J 

区 分 補 正 日IJ 十市 正 額 ネ市 正 後

扶 養 手 当 37， 164 37， 164 

手
地 域 手 当 203， 124 3， 127 206，251 

通 勤 手 当 50， 071 50，071 

当 戸日土 理 耳哉 手 当 74，928 4，378 79，306 

初 任 ホ合 調 整 手 当 63，210 1，449 64，659 

時 間 外 勤 務 手 当 140， 723 140，723 
の

夜 間 勤 務 手 当 34，237 34，237 

特 殊 勤 務 手 当 539， 797 539， 797 

内 宿 日 直 手 当 21，456 21，456 

見fj 末 手 当 510，180 .A， 284 509，896 

訳
勤 勉 手 当 343， 526 343， 526 

{主 居 手 当 46， 096 46，096 

退 耳裁 五合 {寸 費 164，310 164，310 

※期末・勤勉手当額には、 賞与引当金計上分を含む。

※退職給付費については、 退職給付引当金への繰入分を含む。



2. 給料及び手当の増減額の明細

一般職

区分 増減額 増減 事 由 別 内 訳

給料 26，885 1. 給与改定に

伴う増減分

2. その他の

士曲日?刊戚号丸4ノヨ半

手当 8，954 1.制度改正に

伴う増減分

2. その他の

増減分

3.給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

26， 885 

8， 954 

説 明

採用に伴う増加分

77，303 

退職に伴う減少分

.A.74，591 

異動等に伴う増減分

24， 173 

扶養手当

地域手当 3， 127 

通勤手当

管理職手当 4，378 

初任給調整手当 1， 449 

時間外勤務手当

夜間勤務手当

特殊勤務手当

宿日直手当

期末手当

勤勉手当

住居手当

退職給付費

令和3年10月1日現在
区分

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

医 師 月哉 449，729 1，172，316 47歳 8月

看 E菱 師 I設 262，430 372，976 39歳 1月

医 療 技 術 職 282，415 401，653 39歳 5月

事 在マ大ヲョ I哉 330，299 436，990 44歳 6月
'---ー一一一一一

(注)平均給与月額には、期末手当、勤勉手当及び退職給付費を含まない。

-279-

(単位:千円)

備 考

職員数の異動状況

(単位:人)

補正前 補正後 増減

現に在職
473 495 22 

する職員数

その他 24 .A.24 

言十 497 495 .A.2 

(単位:円)

令手口4年7月l日現在

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

447，945 1，109，619 47歳 4月

264，728 371，754 39歳 2月

292，290 416，084 40歳。月

354，375 470，084 45歳 2月



( 2) 級別職員数

区
医 師 I議 看 護 日市 月最 医療技術職 事 務 耳哉

分
等級 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

(人) ( % ) (人) ( % ) (人) ( % ) (人) ( % ) 

9級

8級 3.8 

メTミ3、
7級 l 3.8 

和
6 *汲 6 

3 
7.6 5 19.2 

年
5 *致 7 2.4 

10 
14 17.7 4 15.4 

月
4級 6 10.2 12 4. 1 21 26. 6 2 7. 7 

日
3級 34 57.6 33 11. 3 18 22.8 8 30. 9 

現

在
2級 19 32. 2 150 51. 6 9 11. 4 3 11. 5 

1級 89 30. 6 11 13. 9 2 7.7 

計 59 100.。 291 100.0 79 100.0 26 100.0 

9級

8級 1 3.4 

メi1入
7級 2 6. 9 

干日

4 
6級 6 7.4 5 17. 3 

年
5級

7 
7 2.3 14 17.3 4 13.8 

月
4帝1Jz

I 
6 9.0 11 3.6 23 28.4 2 6. 9 

日
3級 34 50. 7 31 10.3 14 17.3 13 44. 9 

現

在
2級 27 40. 3 147 48. 7 9 11. 1 3. 4 

1級 106 35. 1 15 18. 5 l 3.4 

計 67 100.0 302 100.0 81 100.0 29 100.0 
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議案第 34号

令和4年度大阪府枚方市下水道事業会計捕正予算(第 1号)

(総則)

第 1条令和 4年度大阪府枚方市下水道事業会計の補王予算(第 1号)は、次に定める

ところによる。

(収益的支出)

第 2条令和 4年度大阪府枚方市下水道事業会計予算(以下「予算」としづ。)第 3条に

定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

(単位:千円)

科 目 既 決 予 定 額 補正予定額 計

第 1款 下 水道 事業 費用 11，382，855 17，443 11，400，298 

第 1項 戸邑且， 業 費 用 9，937，429 17，443 9，954，872 

(資本的収入及び支出)

第 3条予算第4条本文括弧書きを、 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

4，913，917千円は、当年度消費税資本的収支調整額107，477千円、過年度損益勘定

留保資金1，702，812千円、当年度損益勘定留保資金3，103， 628千円で補てんするもの

とする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(単位:千円)

科 目 既 決 予 定 額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 収 入 4，327，637 .A. 147，411 4，180，226 

第 1項 {f: 、 業 債 1，327，000 企 5，000 1，322，000 

第 2項 工 事 負 担 人』ム 196，621 .A. 14，415 182， 206 

第 3項 国 府 補 助 人』ム 836， 350 企 90，378 745，972 

第4項 {也 Zτ広h 計 負 担 金 1，967，328 企 37，618 1，929，710 

。凸



支 出

(単位:千円)

科 目 既 決 予 定 額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 支 出 9，260，489 企 166，346 9，094，143 

第 1項 整 イ庸 事 業 費 2， 549， 528 企 18，366 2，531， 162 

第 2項 建設改良事業費 1，519，176 企 147，980 1，371，196 

(企業債)

第4条予算第 7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次の

とおり改める。

(単位:千円)

起 債 の 目 的 区分 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 i

補正前
借入先の融資条件に

1，141，000 よる。ただし、企業

公共下水道整備事業
普通貸借又は

8%以内
財政その他の都合に

証券発行 より繰上償還又は、

補正後 1， 136， 000 低利に借り換えるこ
とができる。

(注)借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5条予算第10条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

科

1.職員

目

給与

既決予定額|補正予定額

)
幽

円
一千一・・圃

I
T

園
ユ
ヨ
ロ

ム
弘
-

，，S
叶

1

・

単
一

(
-

費 958，744 企 20，923 937，821 

令和4年 (20 2 2年) 9月 8日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 4年度大阪府枚方市下水道事業
1 .収益的 支出

款 項 日 補正前の額 ネ南 正 額 計

下 水道事業 費用 11，382，855 17，443 11，400，298 

件凸b 業 費 用 9，937，429 17，443 9，954，872 

i宅 水 費 302，008 822 302，830 

雨 水 費 812， 243 33，062 845，305 

-284-



会計補正予算説明書(第 1号)
(単位: 千円)

節

区 分 の』ム¥ 額

五合 料 ... 939 

手 当 等 企 787

法 疋炉ムー， 福 手Ij 費 ... 185 

動 力 費 2， 733 

給 来ヰ 8，923 

手 当 等 5，491 

法 p疋ムゅ
福 手Ij 費 1，361 

光 参L 水 費 532 

動 力 費 16， 755 

概 要 説 明

千円

1 .人件費 企l， 911

(1)給料 企 939

ア.一般職員 企 23

イ.再任用職員 企 916

(2)手当等 企 787

ア.扶養手当 .. 42 

イ.地域手当 .. 98 

ウ.通勤手当 企 19

エ.特殊勤務手当 企 24

オ.期末手当 .. 252 

カ.勤勉手当 企 172

キ.児童手当 企 180

(3)法定福利費 企 185

ア.健康保険負担金 91 

イ.共済組合負担金 企 514

ウ.厚生年金負担金 238 

2.動力費 2， 733 

(1)北部調整槽 1，471 

(2)各中継ポンプ場 714 

(3)香里調整槽 548 

1 .人件費 15， 775 

(1)給料 8，923 

ア.一般職員 10， 955 

イ.再任用職員 企 2，032 

(2)手当等 5，491 

ア.扶養手当 120 

イ.地域手当 985 

ウ.通勤手当 541 

エ.管理職手当 828 

オ.特殊勤務手当 24 

カ.住居手当 446 

キ.期末手当 1， 703 

ク.勤勉手当 784 

ケ.児童手当 60 

(3)法定福利費 1， 361 

ア.健康保険負担金 企 130

イ.共済組合負担金 2，000 

ウ.厚生年金負担金 企 509

2.動力費 16， 755 

各ポンプ場維持管理

。凸



款 項 目 補正前の額 補 正 額 言十

業 3マf!B 費 124，504 1， 239 125，743 

総 係 費 282，211 企 17，680 264，531 

支 出 ZロL 計 11，382，855 17，443 11，400，298 

L幽幽白幽幽白

。凸



(単位:千円)

節

区 分 人i立与 額

給 料 13 

手 当 等 .A 782 

法 正rムEー， 福 手Ij 費 2，008 I 

給 料 企 130

手 当 等 企 252

1去 疋，.J.-吋・ー 福 手Ij 費 .A 127 

退 職 五合 付 費 企 17，171

概 要 説 明

千円

3.一般諸経費 532 

光熱水費

1 .人件費 1，239 

(1)給料 13 

一般職員

(2)手当等 企 782

ア.扶養手当 ... 336 

イ.地域手当 企 32

ウ.通勤手当 企 178

エ.期末手当 企 121

オ.勤勉手当 企 115

(3)法定福利費 2，008 

ア.健康保険負担金 5 

イ.共済組合負担金 1，993 

ウ.厚生年金負担金 10 

1 .人件費 企 17，680

(1)給料 企 130

一般職員

(2)手当等 ... 252 

ア.扶養手当 414 

イ.地域手当 2 

ウ.通勤手当 ... 257 

エ.管理職手当 企 276

オ.住居手当 308 

カ.期末手当 ... 415 

キ.勤勉手当 企 118

ク.児童手当 90 

(3)法定福利費 企 127

共済組合負担金

(4)退職給付費 企 17，171

退職給付引当金繰入額

。ム



2. 資本的収入

款 項 目 補 正 前 の 額 手南 正 額 計

資 本 的 収 入 4，327，637 企 147，411 4，180，226 

fょに、 業 債 1，327，000 企 5，000 1，322，000 

公共下水道事業債 1，141，000 企 5，000 1，136，000 

工 事 負 ~ ム 196，621 企 14，415 182， 206 

工 事 負 担 金 196，621 企 14，415 182，206 

国 府 補 助 金 836， 350 A 90，378 745，972 

国 府 補 助 人耳乙 836， 350 企 90，378 745，972 

他 4コ5ヱ、 計負 人早乙 1，967，328 企 37，618 1，929， 710 

他会計負担金 1，967，328 A 37，618 1，929，710 

収 入 メ口ー、 計 4，327，637 A 147，411 4，180，226 
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(単位:千円)

節
概 要 説 明

区 分 人平 額

千円

公共下水道事業債 企 5，000 1 .公共下水道事業債 .... 5，000 

汚水公共下水道事業

その他 工事 負担金 企 14，415 1 .その他工事負担金 .... 14，415 

八幡市負担分

国 庫 補 助 金 A 90，378 1 .国庫補助金 企 90，378 

(1)汚水公共下水道補助金 企 10，000

(2)雨水公共下水道補助金 企 80，378 

他会計負担金 A 37，618 1 .他会計負担金 .... 37，618 

雨水建設費分
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3. 資 本的支出

款 項 目 補 正 前 の 額 ネ南 正 額 言十

資 本 出合 支 出 9，260，489 ~ 166，346 9，094，143 

整 備 事 業 費 2，549，528 企 18，366 2，531，162 

整 備 事 務 費 295， 523 企 18，366 277，157 

建設改良事業費 1，519，176 企 147，980 1，371，196 

建設改良事務費 69， 134 20 69， 154 

汚水改良事業費 566， 700 企 20，000 546， 700 

雨水改良事業費 883，342 ~ 128，000 755，342 
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(単位: 千円)

節
概 要 説 明

区 分 金 額

千円

給 料 企 8，922 1 .人件費 企 18，366 

(1)給料 企 8，922

一般職員

報 酬 A 172 (2)報酬 企 172

ノfートタイム会計年度任用職員

(3)手当等 企 6，329

手 当 等 企 6，329 ア.扶養手当 321 

イ.地域手当 .A. 861 

ウ.通勤手当 企 1，180 

法 r疋ム~ 福 未Ij 費 A 2，943 エ.特殊勤務手当 企 24

オ.住居手当 249 

カ.期末手当 企 2，570 

キ.勤勉手当 企 2，159

ク.児童手当 .A. 105 

(4)法定福利費 .A. 2， 943 

ア.健康保険負担金 企 13

イ.共済組合負担金 企 2，864

ウ.厚生年金負担金 .A. 66 

給 料 1 .人件費 20 

(1)給料 .A. 11 

一般職員

手 当 等 A 25 (2)手当等 企 25

ア.地域手当 企 1

イ.期末手当 企 5

i去 疋炉ム寸. 福 手Ij 費 56 ウ.勤勉手当 .A. 94 

エ.児童手当 75 

(3)法定福利費 56 

共済組合負担金

工 事 請 負 費 企 20，000 1 .工事請負費 .A. 20， 000 

委 託 料 企 48，000 1 .委託料 .A. 48， 000 

2.工事請負費 企 80，000

工 事 言青 負 費 企 80，000
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款 項 目 補正前の額 補 正 額 言十

支 出 メ口玉、 計 9，260，489 ~ 166，346 9，094，143 



(単位: 千円 )

節

区 分 金 額
概 要 説 明



給与費明細書
1 .総 括 (単位:千円)

職 員 数 市合 与 費

区 分
特 別 職

一般職
法

疋rム噌

Z口L 言十
管理者その他

(人)
幸良 酬 *ド4ロ 来ヰ 手 当 計 福 手Ij 費

(人)I (人)

損益勘定 (9) 
9，479 277，141 241， 168 527，788 99， 337 627， 125 ネ南 支弁職員 70 

正
資 本 勘 定 (1) 

2， 065 148，638 120，098 270，801 53， 363 324， 164 
支弁職員 40 

目IJ ZロL 言十
(10) 

11，544 425， 779 361，266 798， 589 152，700 951，289 
110 

損益勘定 (一)
7，867 企 13，471 ..¥.5，604 3， 057 ..¥.2，547 補 支弁職員

正
資本勘定 (-) 

企 172 "¥'8，933 ..¥.6，324 ..¥.15，429 ..¥.2，887 ..¥.18，316 
支弁職員 ..¥.2 

額 l口L 計
(一)

..¥.172 ..¥.1，066 ..¥.19，795 ..¥.21，033 170 企20，863 
..¥.1 

損益勘定 (9) 
9，479 285，008 227，697 522， 184 102，394 624， 578 補 支弁職員 71 

正
資 本 勘 定 (1) 

1，893 139，705 113，774 255， 372 50，476 305， 848 
支弁職員 38 

後 1口L 計
(10) 

11，372 424，713 341，471 777，556 152，870 930，426 
109 

※ 会計年度任用職員の職員数については、 ( )外数とする。

※ 上下水道事業管理者については、水道事業会計の員数としている。

※ 上下水道事業管理者の給料・手当・法定福利費については、水道事業会計と折半している。

(単位:千円)

区 分 1南 正 円Ij 中市 正 額 補 正 f麦

扶 養 手 当 15，048 477 15，525 

対自 域 手 当 45，406 ..¥.5 45，401 

通 勤 手 当 10，895 企 1，093 9，802 

#田古 理 職 手 当 13， 104 552 13，656 

手 当 σコ 内 訳 時 間 外 勤 務 手 当 47，774 47，774 

特 殊 勤 務 手 当 508 ..¥.24 484 

住 居 手 当 4，049 1， 003 5， 052 

期 末 手 当 103，209 ..¥.1，660 101，549 

勤 勉 手 当 79，102 ..¥.1，874 77，228 

退 職 庁J咽4 イ寸 費 42， 171 ..¥.17，171 25，000 

※ 期末・勤勉手当額には、賞与引当金計上分を含む。

※ 退職給付費については、退職給付引当金への繰入分を含む。



2.給料及び手当の増減額の明細

一般職

区分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳

川*‘A口 車ヰ 企 1，066 1給与改定に

伴う増減分

2その他の "'1，066 

増 滅 分

手 当 "'19，493 1制度改正に

伴う増減分

2その他の "'19，493 

増 減 分

3.給料及び手当の状況

(1 )職員l人当たり給与

区 分

平 均

令和 4年 7月 l日現在 平 均 五合

平 均 年

平 均 市合

令和 3年 10月 1日現在 平 均 市合

平 均 年

(単位:千円)

説 明 備 考

採用に伴う増加分 職員数の異動状況

8，531 (単位人)

退職に伴う減少分

ー--・-
補正前 補正後 増減 l

現に在職
111 109 "'21 

"'3，296 する職員数

そ dコ {也 企l 。 l 
異動等に伴う増減分

計 110 109 企1

"'6，301 

扶 養 手 当 477 

地 域 手 当 ...5 

通 勤 手 当 "'1，093 

管 理 職 手 当 552 

時間外勤務手当

特殊勤務手当 ...24 

住 居 手 当 1，003 

期 末 手 当 "'1，358 

勤 勉 手 当 ...1， 874 

退職給付費 "'17，171 

(単位:円)

一般行政職 技能労務職

車ヰ 月 額 330， 397 332， 163 

与 月 額 414，447 403， 172 

齢 歳 45歳 4月 49歳 8月

料 月 額 330，922 331，206 

与 月 客員 414，387 401，314 

齢 歳 45歳 1月 48歳 11月

※ 平均給与月額には、期末手当、勤勉手当及び退職給付費を含まない。



(2)級別職員数

身生 イ'了ー 政 職 技 育E 労 務 職

区 分

等 級 職員数(人) 構成比(九) 等 級 職員数(人) 構成比(九)

9 級 9 級

8 級 8 級

7 級 1.3 7 級

6 級 8 9.9 6 級

5 級 10 12. 3 5 級 12 42.9 I 

令和 4年 7月 1日現在

4 級 21 25. 9 4 級 11 39.3 I 

3 級 22 27. 2 3 級 3 10. 7 

2 級 10 12.3 2 級 2 7. 1 

級 9 11. 1 1 級

計 81 100.0 言十 28 100.0 

9 級 9 級

8 級 l 1.2 8 級

7 級 1.2 7 級

6 級 7 8. 4 6 級

5 級 10 12. 1 5 級 12 42.9 

令和 3年 10月 1日現在

4 級 21 25. 3 4 級 11 39. 3 

3 級 24 28.9 3 級 2 7. 1 

2 級 13 15. 7 2 級 3 10. 7 

1 級 6 7.2 級

計 83 100.0 計 28 100.0 



議案第 35 号

枚方市基金条例の一部改正について

次のとおり枚方市基金条例の一部を改正するにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条

第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 枚方市新庁舎及び総合文化施設整備事業基金の名称等を変更するため。

2 枚方市まち・ひと・しごと創生基金等を設けるため。

3 枚方市くらしの資金貸付基金の額を減額するため。



枚方市条例第 号

枚方市基金条例の一部を改正する条例

枚方市基金条例(昭和59年枚方市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表 1の表枚方市新庁舎及び総合文化施設整備事業基金の項を次のように改める。

l枚方市駅周辺再整備推|枚方市駅周辺の再整備に要する経費に充てるため。

進基金

別表 1の表に次のように加える。

枚方市まち・ひと・し 地域再生法(平成17年法律第24号)第 5条第 4項第 2号に規定す

ごと創生基金 るまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の事業費に充てるため。

枚方市ひらかた万博推 ひらかた万博を推進する事業費に充てるため。

進基金

別表 2の表枚方市くらしの資金貸付基金の項中 162，059，129円」を 153，703，688円」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。



議案第 35 号参考資料

枚方市基金条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

(第 1条関係)

特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てる基金

| 名 称 | 設置の目的

(第 1条関係)

特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てる基金

| 名 称 | 設置の目的

1ん川〉いハ川川へ/川/ゾいんい〈んいvへ川

行)

別表

1 

旧(現

別表

1 

新(改正後)

新庁舎及び総合文化施設の整備事業費に充て枚方市新庁舎及び総

合文化施設整備事業

基金

枚方市駅周辺再整備

並進基金

枚方市駅周辺の再整備に要する経費に充てる

主主宣♀ー主生♀ー

E、コ

[略]枚方市新型コロナウ

イルス感染症対策応

[略]枚方市新型コロナウ

イルス感染症対策応

援基金援基金

枚方市まち・ひと・し

ごと創生基金

地域再生法(平成17年法律第24号)第 5条第

4項第 2号に規定するまち・ひと・しごと創

生寄附活用事業の事業費に充てるため。

ひらかた万博を推進する事業費に充てるた枚方市ひらかた万博

並進基金 I~ 
特定の目的のために定額の資金を運用する基金 特定の目的のために定額の資金を運用する基金

名

枚方市くらしの資金

貸付基金

2 2 

基金の額

62， 059， 129円

的目の置設

[略]

称基金の額

53， 703， 688円

'
hリ

，向日目の置設

[略]

名称

枚方市くらしの資金

貸付基金



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) !日(現行)

枚方市水洗便所等改 [略] [略] 枚方市水洗便所等改 [略] [略]

造資金融資基金 造資金融資基金

枚方市土地開発基金 [略] [略] 枚方市土地開発基金 [略] [略]

。。



議案第 36 号

枚方市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

次のとおり枚方市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、所要の整備

を行うため。

nu 



枚方市条例第 号

枚方市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

枚方市後期高齢者医療に関する条例(平成20年枚方市条例第 1号)の一部を次のように改正す

る。

附則第 2条中「附則第 5条第 1項」を「附則第 3条第 1項」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

q-υ 



= 
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議案第 36 号参考資料

枚方市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

新(改正後)

附則

(本市が行う後期高齢者医療の事務の特例)

第 2条 当分の問、第2条に規定する事務のほか、本市は、広域連合条例血

則第 3条第 1項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付及びこれ

に付随する事務を行うものとする。

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

附則

(本市が行う後期高齢者医療の事務の特例)

第 2条 当分の問、第 2条に規定する事務のほか、本市は、広域連合条例盟

則第 5条第 1項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付及びこれ

に付随する事務を行うものとする。



議案第 37 号

職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

次のとおり職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法(昭和22年法律

第67号)第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 非常勤職員に係る育児休業の取得要件を見直すため。
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枚方市条例第 号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例(平成 4年枚方市条例第 1号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 4号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれか

に該当するもの」に改め、同号イ川中「という。) (J の次に「当該子の出生の日から第 3条の 2

に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から 6月を経過する

日、」を加え、 「非常勤職員にあっては、 Jを「非常勤職員にあっては当該子が」に改め、同号ロ

を次のように改める。

ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(イl その養育する子が 1歳に達する日(以下 r1歳到達日」という。) (当該子について当

該非常勤職員が第 2条の 3第 2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた目。以下この (J)

において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第 3号に掲げる

場合に該当して当該子の 1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとするもの

同 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該

育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

第 2条第 4号ハを削る。

第 2条の 3第 2号中「この条において」を削り、開条第 3号イ及びロ以外の部分を次のように改

める。

1歳から 1歳 6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次のいずれにも該当する場

合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第 3条第

7号に掲げる事情に該当するときはロ及び、ハに該当する場合、規則で定める場合にあってはハ

に該当する場合) 当該子の 1歳 6か月到達日

第 2条の 3第 3号ロ中「に該当する場合」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イ中 r(当該非常

勤職員が」の次に「前号に掲げる場合に該当して」を、 「当該配偶者が」の次に「同号に掲げる場

合又はそれに相当する場合に該当して」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように

力日える。

イ 当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してす

る育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に

該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日) )の翌日(当該配偶者がこ

nu 



の号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあって

は、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとする場合

第 2条の 3第 3号に次のように加える。

ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業

をしたことがない場合

第 2条の 4を次のように改める。

(育児休業法第 2条第 1項の条例で定める場合)

第 2条の 4 育児休業法第 2条第 1項の条例で定める場合は、 1歳 6か月から 2歳に達するまでの

子を養育する非常勤職員が、次のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当

して育児休業をしている場合で次条第 7号に掲げる事情に該当するときにあっては第 2号及び第

3号に該当する場合、規則で定める場合にあっては同号に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規

定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該

地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日において育児休業をしている

場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の 1歳 6か月到達日において地方等育児休業をして

いる場合

(3) 当該子の 1歳 6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特

に必要と認められる場合として規則で定める場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当して育児休業をしたことがない場合

第 2条の 5を削る。

第 3条第 5号を削り、同条第 6号を同条第 5号とし、同条第 7号中「第 2条の 4J を「前条」に

改め、同号を同条第 6号とし、同条第 8号中「その」を「任期を定めて採用された職員であって、

当該」に、 「非常勤職員」を「もの」に、 「任期が」を「任期を」に、 「に引き続き」を「引き続

いて」に改め、 「ついて、当該」の次に「更新前の」を加え、 「引き続き採用される」を「採用

の」に改め、同号を同条第 7号とし、同条の次に次の 1条を加える。

(育児休業法第 2条第 1項第 1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第 3条の 2 育児休業法第 2条第 1項第 1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める

期間は、 57日間(規則で定める場合にあっては、 64日間)とする。

第11条第 6号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

F付則

nu 



この条例は、令和 4年10月 1日から施行する。



議案第 37 号参考資料

職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

(育児休業をすることができない職員) (育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員 第 2条 育児休業法第2条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 とする。

(l)~(3) [略] (1)~(3) [略]

(4) 非常勤職員で、あって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職 (4) 次のし、ずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

員

イ 次のいずれにも該当する非常勤職員 イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(育児休業法第 2条第 1項に規定する子をいう。 (イ) その養育する子(育児休業法第2条第 1項に規定する子をし、う。

以下問じ。)が 1歳6か月に達する日(以下 r1歳6か月到達日J 以下同じ。)が 1歳6か月に達する日(以下 r1歳 6か月到達SJ

とし 1う。) (当該子の出生の日から第 3条の 2に規定する期間内 とし、う。) (第 2条の4に規定する場合に該当する非常勤職員に

に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から 6 あっては、 2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新され

月を経過する日、第 2条の 4に規定する場合に該当する非常勤職 る場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き

員にあっては当該子が 2歳に達する日)までに、その任期(任期 採用されないことが明らかでない非常勤職員

が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及

び引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(日) [略] (n) [略]

ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員 ロ 第2条の 3第 3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育

(イ) その養育する子が 1歳に達する日(以下 r1歳到達日 jとしづ。) する子が 1歳に達する日(以下 r1歳到達日」としづ。) (当該子

(当該子について当該非常勤職員が第2条の 3第 2号に掲げる場 について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が

合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1 当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)

歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた目。以下こ において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

ー

ω
ロ
∞
|



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

の(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員で

あって、同条第 3号に掲げる場合に該当して当該子の 1歳到達日

の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするも

の

J& その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の

満了後引き続いて採用されることに{半い、当該育児休業に係る子

について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

ハ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい。。
る非常勤職員で、あって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に引き続き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子につい

て、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(育児休業法第2条第 1項の条例で定める日) (育児休業法第2条第 1項の条例で定める日)

第 2条の 3 育児休業法第 2条第 1項の条例で定める日は、次の各号に掲 第 2条の 3 育児休業法第 2条第 1項の条例で定める日は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) [略] (1) [略]

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情 (2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の 1歳 にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の 1歳

到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業 到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業

法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業j とい 法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

う。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児 育児休業Jという。)をしている場合において当該非常勤職員が当該

休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当 子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日

該子の 1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間 とされた日が当該子の 1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等

の初日前である場合を除く。) 当該子が 1歳 2か月に達する日(当 育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が 1歳 2か月

該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等 に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算

可能日数(当該子の出生の日から当該子の 1歳到達日までの日数をい して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の 1歳到達日

う。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職 までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以

員が出産を理由として勤務しなかった場合(規則で定める場合に限る。) 後当該非常勤職員が出産を理由として勤務しなかった場合(規則で定

における当該勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日 める場合に限る。)における当該勤務しなかった日数と当該子につい

数を合算した日数をいう。)を差し引し、た日数を経過する日より後の て育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を

日であるときは、当該経過する日) 経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
。。

(3) 1歳から 1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次 (3) 1歳から 1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員

のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該 が当該子の 1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる

当して育児休業をしている場合で、あって第 3条第 7号に掲げる事情に 場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲

該当するときはロ及び、ハに該当する場合、規則で定める場合にあって げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業

はハに該当する場合) 当該子の 1歳6か月到達日 の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当

該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいず

れかの日))の翌日(当該子の 1歳到達日後の期間においてこの号に

掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の

末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいず

れにも該当するとき 当該子の 1歳 6か月到達日

イ 当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日

とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なる

ときは、そのいずれかの日) )の翌日(当該配偶者がこの号に掲げ

。。 る場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場

合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

場合

ロ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非 イ 当該子ーについて、当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日 常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到

とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末 達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児

日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職 休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の 1歳到

員の配偶者が当該子の 1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合 達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が

又はそれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末 当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)

日とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該 において地方等育児休業をしている場合

末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

ハ 当該子の 1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続 ロ 当該子の 1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続

的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場 的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

メ口玉、 合に該当する場合

一当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第 1項の条例で定める場合) (育児休業法第2条第 1項の条例で定める場合)

第 2条の 4 育児休業法第 2条第 1項の条例で定める場合は、 1歳6か月 第 2条の 4 育児休業法第 2条第 1項の条例で定める場合は、 1歳 6か月

から 2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次のいずれにも該 から 2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の 1歳

当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしてい 6か月到達日の翌日(当該子の 1歳 6か月到達日後の期間においてとの

る場合で次条第 7号に掲げる事情に該当するときにあっては第 2号及び 条に規定する場合に該当してその手期の末日を育児休業の期間の末日と。。
第3号に該当する場合、規則で定める場合にあっては同号に該当する場 する育児休業をしている非常勤職員で、あって、当該任期が更新され、又

合)とする。 は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の

w 当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日の翌日(当該非常勤職 末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日と

員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当 する育児休業をしようとする場合であって、前条第 3号イ及びロに該当

して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期 するときとする。この場合において、同号イ中 11歳到達日(当該非常

間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする 勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後

育児休業をしようとする場合 である場合にあっては、当該末日とされた日)J及び 11歳到達日(当

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日にお 該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳

いて育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の 到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)Jとあるのは 11

1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合 歳 6か月到達日 Jと、同号ロ中 11歳到達日」とあるのは 11歳 6か月

(3) 当該子の 1歳 6か月到達日後の期間について育児休業をすることが 到達日」とする。

継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

場合

回 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日後の

期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第 1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間)

第 2条の 5 育児休業法第 2条第 1項ただし書の人事院規則で定める期間

を基準として条例で定める期間は、 57日間(規則で定める場合にあって

は、 64日間)とする。

(育児休業法第 2条第 1項ただし書の条例で定める特別の事情) (育児休業法第2条第 1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第 3条 育児休業法第2条第 1項ただし書の条例で定める特別の事情は、 第 3条 育児休業法第 2条第 1項ただし書の条例で定める特別の事情は、。。

次に掲げる事情とする。 次に掲げる事情とする。

(1)~(4) [1略] (1)"-'(4) [略]

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る

子について既にしたものを除く。)の終了後、 3月以上の期間を経過

したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の

際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計

画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。

回 [略] (6) [略]

回第2条の 3第 3号に掲げる場合又は菌室に規定する場合に該当する (7) 第 2条の 3第 3号に掲げる場合又は第 2条の 4に規定する場合に該

こと。 当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員で、あって、当該任期の末日を育児休業 盟主主2任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、 非常勤職員が、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続

又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休 き採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該任期



。。
ι込

新(改正後)

業に係る子について、当該亙監盟主2任期の末日の翌日又は当該採用の

日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第 2条第 1項第 1号の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間)

第 3条の 2 育児休業法第 2条第 1項第 1号の人事院規則で定める期間を

基準として条例で定める期間は、 57日間(規則で定める場合にあっては、

64日間)とする。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して 1年を経過しない場合

に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第 1項ただし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。

(1)""'(5) [略]

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時

間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、 3月以上

の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児

短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育する

ための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た

場合に限る。)。

(7) [略]

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとすること。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して 1年を経過しない場合

に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第 1項ただし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。

(1)~(5) [略]

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時

間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、 3月以上

の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児

短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育する

ための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合

に限る。)。

(7) [略]



議案第 38 号

職員の定年等に関する条例等の一部改正等について

次のとおり職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等につき、地方自治法(昭和22年法律

第67号)第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 職員の定年の引上げに伴い、人事給与に係る制度を整備するため。



枚方市条例第 号

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

第 1条 職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第 1章総 則(第 1条)

第 2章定年制度(第 2条第5条)

第 3章管理監督職勤務上限年齢制(第 6条第11条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条)

第 5章雑則( 第13条)

附則

第 1章総則

第 1条中「第28条の 2第 1項から第 3項まで及び第28条の 3Jを「第22条の 4第 1項、第22条

の5第 1項、第28条の 2 (第 3項を除く。)、第28条の 5、第28条の 6第 1項から第 3項まで及

び第28条の 7Jに改め、同条の次に次の章名を付する。

第 2章定 年制 度

第 3条本文中 160年」を 165年」に改め、同条ただし書を削る。

第4条第 1項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当するJを「次に掲げる事由が

ある」に改め、 「ときは」の次に「、同条の規定にかかわらず」を加え、 「その」を「当該」

に、 「職務」を「定年退職日において従事している職務」に、 「引き続いて」を「引き続き」に

改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、第 9条第 4項の規定により同条第 1項に規定する異動期間を延長した職員であっ

て、定年退職日において第6条に規定する管理監督職を占めている職員については、この限り

でない

第4条第 1項第 1号中「その」を「当該Jに改め、 「により」の次に「生ずる欠員を容易に補

充することができず」を加え、 「とき」を「こと」に改め、同項第 2号中「、その」を「、当

該」に、 「できないとき」を「できず、公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第

3号中「その」を「当該」に、 「とき」を「こと」に改め、同条第 2項本文中「前項の事由」を

「前項各号に掲げる事由」に、 「存する」を「ある」に改め、 「得て、 Jの次に「これらの期限

の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、同条第 3項中「引き

続いてj を「引き続き」に改め、同条第 4項中「任命権者は」の次に「、第 1項の規定により引

き続き勤務することとされた職員及び第 2項の規定により期限が延長された職員について」を加

え、 「第 1項の事由が存しなくなった」を「第 1項各号に掲げる事由がなくなった」に、 「そ

の」を「当該」に、 「繰り上げて退職させることができる」を「繰り上げるものとする」に改め



る。

本則に次の 3章を加える。

第 3章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第 6条 法第28条の 2第 1項の条例で定める職は、枚方市職員給与条例(昭和23年枚方市条例第

103号)第四条の 3第 1項に規定する規則で定める職員の職及び企業職員の給与等の種類及び

基準に関する条例(平成16年枚方市条例第14号)第4条に規定する管理者が指定する職員の職

(医師及び歯科医師を除く。) (以下これらの職を「管理監督職」という。)とする。

(管理監督職勤務上限年齢)

第 7条 法第28条の 2第 1項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第 8条 任命権者は、法第28条の 2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任

等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給

を伴う転任に限る。) (以下この条及び第10条において「降任等」という。)をしようとす

る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の 2第 1項第 5号に規定する標準職

務遂行能力(次条第 3項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしよう

とする職についての適性を有すると認められる職に降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職

制上の段階に属する職に降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制

上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において

「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第 1号に掲げる基準に従っ

た上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の

降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第 9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる

事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に

係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の 4月 1日までの開

をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して 1年を超えない期間内(当該

期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの

期間内。第 3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める

職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。

(1) 当該職員の職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他

の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、公務の運営に著しい支障

が生ずること。



(2) 当該職員の職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職

への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ず

ること。

(3) 当該職員の交替が当該職員の担当する業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるた

め、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期聞を

含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあ

ると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して 1

年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期

間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動

期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員

が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して 3年を超えることができない。

3 任命権者は、第 1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への

降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、

これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督

職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を

占める職員(以下この項において「降任等対象管理監督職員」という。)について、当該特定

管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力

及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監

督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の規則で定

める事情があるため、当該降任等対象管理監督職員の他の職への降任等による当該管理監督職

の補充が容易でなく、業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該降任等対象管理

監督職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して 1年を超えない期間内

で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占め

たまま勤務させ、又は当該降任等対象管理監督職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職

群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第 1項若しくは第 2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された

期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認

めるとき(第 2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除

く。)又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前 3項又はこの項の規定により延長さ

れた期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き

続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算

して 1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第 3項の規定により他

の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

0
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第11条 任命権者は、第 9条の規定により異動期間を延長した場合において、延長後の異動期間

の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするもの

とする。

第 4章 定年前再任用短時間勤務制

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職をした者(以下この条において「年齢60年

以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職(当該職を占める職員の 1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の 1週間当たりの通常の勤務時間

に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただ、

し、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日

(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同

種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるとき

は、この限りでない。

第 5章雑員Ij

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則に次の 2項を加える。

5 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和 4年枚方市条例第 号)第 1

条の規定による改正前の第 3条ただし書に規定する職員以外の職員(次項において単に「職

員」という。)についての令和 5年 4月 1Sから令和13年 3月31日までの聞における第 3条の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中 165年」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和 5年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで 61年

令和 7年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 62年

令和 9年 4月 1日から令和11年 3月31日まで 63年

令和11年4月 1日から令和13年 3月31日まで 64年

6 任命権者は、当分の問、職員が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項にお

いて「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。) (情報の提供及び勤務の

意思の確認を行うべき年度に職員で、なかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行

うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行う

べき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」とい

う。)を除く。)にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期

間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該職員の異動等の日が

年度の初日である場合は、当該年度の前年度) )において、当該職員に対し、当該職員が年齢

60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の勤務の意思を確認

するために必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を



確認するよう努めるものとする。

(枚方市職員給与条例の一部改正)

第 2条 枚方市職員給与条例(昭和23年枚方市条例第103号)の一部を次のように改正する。

第 6条の 2見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第 1項各

号列記以外の部分中「法第28条の 4第 1項、第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 1項若しくは第

2項」を「職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第12条」に、 「再任用職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、 「、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定め

る数を乗じて得た額とする」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成 7年枚方市条例第

1号。以下「勤務時間条例」という。)第 2条第 4項の規定により定められたその者の勤務時間

の数を31で除して得た数を乗じて得た額とする」に改め、問項各号並びに同条第 2項及び第 3項

を削る。

第24条第 2項及び第 6項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。

第33条第 2項、第34条の 2第 3項及び第34条の 5第 2項中「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。

9の章の章名を次のように改める。

9 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外

第35条中「初任給調整手当」を「第 6条の規定並びに初任給調整手当」に、 「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第41条の 3第4項及び第42条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。

附則に次の 7項を加える。

7 当分の問、 60歳に達した日後最初の 4月 1日(附則第 9項において「特定日」という。)以

後における職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第 5条第 2項

の規定による当該職員の属する職務の級並びに第 6条第 1項、第 2項、第4項及び第 5項の規

定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、 50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に

切り上げる。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員及び非

常勤職員

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員

(3) 職員の定年等に関する条例第 9条第 1項又は第 2項の規定により同条第 1項に規定する異

動期間(同項又は同条第 2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第

6条に規定する職にある職員

(4) 職員の定年等に関する条例第 4条第 1項又は第 2項の規定により勤務している職員(同条

例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

ヮ，“



9 法第28条の 2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員で、あって、当該他の職への降

任等をされた自(以下この項及び附員Ij第11項において「異動日」という。)の前日から引き続

き同ーの給料表の適用を受ける職員のうち、特定日の給料月額(以下この項及び次項において

「特定日給料月額」とし、う。)が異動日の前日の給料月額に100分の70を乗じて得た額(その

額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 50円以上100円未満の端数を生じたとき

はこれを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこ

ととなるものには、当分の問、特定日以後、給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額

の差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額及び特定日給料月額の合計額が当該職員の属する職務の級におけ

る最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、問項中「基礎給

料月額と特定日給料月額Jとあるのは、 「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給

料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第 9項に規定する職員を除

く。)であって、前 2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められ

るものには、当分の問、給料月額のほか、規則で定めるところにより、これらの規定に準じ

て、給料を支給する。

12 附則第 9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第 7条の規定の適用を受

ける職員で、あって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との均衡上必要があると

認められる職員には、当分の問、給料月額のほか、規則で定めるところにより、前 3項の規定

に準じて、給料を支給する。

13 前 6項に定めるもののほか、附則第 7項又は附員Ij第 9項の規定が適用される職員との均衡上

特に必要があると認められる職員についての附則第 7項の規定による給料月額又は附則第 9項

の規定による給料その他前 6項の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第 2及び別表第 3中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

別表第 5中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表備考 2中「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、 i6，000円」を「当該額に勤務時間条

例第 2条第4項の規定による当該職員の勤務時間の数を同条第 1項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額(その数に10円未満の端数を生じたときは、 5円未満はこれを切り捨て、

5円以上はこれを10円に切り上げる。) Jに改める。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第 3条 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年枚方市条例第11号)の一部を次のよ

うに改正する。

第11条第 3項中「第 6条の 2第 1項第 2号」を「第 6条の 2J に、 「再任用短時間勤務職員J

を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

(単純なる労務に従事する一般職の職員の給与等の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第4条 単純なる労務に従事する一般職の職員の給与等の種類及び基準を定める条例(昭和32年枚

方市条例第18号)の一部を次のように改正する。
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第 2条第 1項中「同法第28条の 4第 1項、第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 1項若しくは第

2項の規定により採用された者(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の 5第 1項に規定

する短時間勤務の職を占めるもの」を「職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27

号)第12条の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」としづ。) Jに改

め、同条第 2項第 3号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

(枚方市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第 5条 枚方市職員の退職手当に関する条例(昭和38年枚方市条例第18号)の一部を次のように改

正する。

第 2条第 1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の 4第 1項、第28条の 5第 1

項若しくは第28条の 6第 1項若しくは第 2項、」を削り、同条第 2項ただし書中「地方公務員

法」の次に 1(昭和25年法律第261号) Jを加える o

第 5条第 2項中 1(前項」を 1(同項」に改める。

第 5条の 3中 110年」を 115年」に改める。

第 6条の 4第 1項中「以下「休職月等」を「第 7条第 4項において「休職月等」に改め、

1 (以下」の次に「この項及び第 5項において」を加える。

第10条第4項中「、当該退職後」を「当該退職後」に、 I Jとする」を IJ とし、当該退職後

に事業(その実施期聞が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その

他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長に事業を開始し

た旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が 4年からこの項において読

み替えられた第 1項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該

超える日数を除く。)は、この項において読み替えられた第 1項の規定による期間に算入しな

い」に改め、同条第11項第 5号中「第4条第 8項Jを「第4条第 9項」に改める。

第13条第 1項第 1号及び第 5項第 2号中「禁鋼」を「禁鋼」に改める。

第14条の見出し中「禁鋼j を「禁鋼」に改め、同条第 1項第 1号中「禁鋼」を「禁鋸」に改

め、同項第 2号及び第 3号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分」に改める。

第15条第 1項中「あって」を削り、同項第 1号中「禁鋼」を「禁鏑」に改め、同項第 2号及び

第 3号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」

に改める。

第17条第 1項中「この条において同じ」を「この項から第 6項までにおいて同じ」 に改め、

「あって」を削り、同条第 2項及び第 3項中「あって」を削り、同条第 4項中「禁鋼」を「禁

鏑」に改め、 「あって」を削り、同条第 5項中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分」に改め、 「あって」を削る。

附則第 5項第 1号中「及び第 4条」を削り、 「まで」の次に「及び附則第23項から第28項ま

で」を加え、同項第 2号中「第 5条の 2J の次に「及び附則第26項」を加え、同項第 3号及び第

4号中「第 5条」の次に「又は鮒則第24項」を加える。

附則第15項中「平成34年 3月31日」を「令和 7年 3月31日」に改める。
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附則に次の 6項を加える。

23 当分の問、第 4条第 1項の規定は、 11年以上25年未満の期間勤続した者で、 60歳に達した日

以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び問項又は

同条第 2項の規定に該当するものを除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。こ

の場合における第 3条第 1項の規定の適用については、同項中「又は第 5条」とあるのは、

「、第 5条又は附則第23項」とする。

24 当分の問、第 5条第 1項の規定は、 25年以上の期間勤続した者で、 60歳に達した日以後その

者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第 2

項の規定に該当するものを除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合に

おける第 3条第 1項の規定の適用については、同項中「又は第 5条」とあるのは、 「、第 5条

又は附則第24項」とする。

25 前 2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適

用しない。

(1) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年枚方市条例第 号)第

1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第 3条ただし書に規定する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

26 枚方市職員給与条例附則第 7項の規定による職員の給料月額の改定をする条例に準ずる給与

の支給の基準は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

27 当分の問、次項の規定の適用を受ける職員以外の職員についての第 5条の 3、第 6条の 3及

び附則第 2項の規定の適用については、第 5条の 3中 115年」とあるのは 110年J とするほ

か、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第 5条の 3、第 6条の 3及び附則第 2項中「退職

の日において定められているその者に係る定年」とあるのは次の表の右欄に掲げる字句とす

る。

附則第25項各号に掲げる職員以外の者 60歳

附則第25項第 1号に掲げる職員 65歳

附則第25項第 2号に掲げる職員 規則で定める年齢

28 当分の問、第 5条第 1項に掲げる者(職制、定数の改廃若しくは予算の減少により廃職又は

過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの又は公務上の傷

病若しくは死亡により退職した者に限る。)であって、前項の表の左欄に掲げる者が同表の右

欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第 5条の 3、第 6条の 3及び附則第 2

項の規定の適用については、これらの規定中 1100分の 2J とあるのは、 1100分の 2を退職の

日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合」とする。

(企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第 6条 企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例(平成16年枚方市条例第14号)の一部を次

のように改正する。
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第 2条第 1項中「同法第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 2項」を「職員の定年等に関する条

例(昭和59年枚方市条例第27号)第四条」に改める。

第25条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条中「地方公

務員法第28条の 4第 1項、第28条の 5第 I項又は第28条の 6第 1項若しくは第 2項」を「職員の

定年等に関する条例第12条」に改める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第 7条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年枚方市条例第 1号)の一部を次のように改正す

る。

第 2条中第4号を第 5号とし、第 3号を第4号とし、第 2号の次に次の 1号を加える。

(3) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期

間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

第10条に次の 1号を加える。

(3) 職員の定年等に関する条例第 9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期

間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

第19条第 2号中「地方公務員法第28条の 5第 1項」を「職員の定年等に関する条例第12条」

に、 「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第20条第 1項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第 8条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成 7年枚方市条例第 1号)の一部を次のように

改正する。

第 2条第4項中「地方公務員法第28条の 4第 1項若しくは第28条の 5第 1項又は第28条の 6第

1項若しくは第 2項」を「職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第12条」に

改め、 「で同法第28条の 5第 1項に規定する短時間勤務の職を占める者」を削り、 「再任用短時

間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第 3条、第 4条第 2項、第12条第 1項第 1号、第15条の 3第 1項及び第17条第 3項中「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第 9条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年枚方市条例第22号)の一部を次のよう

に改正する。

第 3条中「期間、」の次に「その発令の日に受ける」を、 「額を」の次に「現に受ける」を加

え、同条に後段として次のように加える。

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれじ対する地域手当の合計額の10

分の 1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例の一部改正)

第10条 枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例(昭和41年枚方市条例第47号)の一部を次の

ように改正する。

第 7条第 1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の 5第 1項又は第28条の 6第
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2項」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27

号)第12条」に、 「職員の」を「職員をいう。)の」に改める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第11条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年枚方市条

例第23号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 2項第 2号中「引き続いて勤務させる」を「引き続き勤務する」に改め、同項に次の

1号を加える。

(4) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期

間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第12条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年枚方市条例第32号)の一部を次の

ように改正する。

第 2条第 2項第4号中「引き続いて勤務させる」を「引き続き勤務する」に改め、同項中第 5

号を第 6号とし、第 4号の次に次の 1号を加える。

(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期

聞を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

第10条中第 5号を第 6号とし、第4号の次に次の 1号を加える。

(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期

聞を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第13条 枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年枚方市条例第 2号)の一部

を次のように改正する。

第 3条中「同法第28条の 5第 1項」を「職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27

号)第12条」に改める。

(枚方市職員定数条例の一部改正)

第14条 枚方市職員定数条例(平成22年枚方市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第 1条中「地方公務員法第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 2項」を「職員の定年等に関する

条例(昭和59年枚方市条例第27号)第12条」に、 「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。

第 2条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員Jに改める。

(職員の再任用に関する条例の廃止)

第15条 職員の再任用に関する条例(平成13年枚方市条例第44号)は、廃止する。

附則

(施行期日)

第 1条 この条例は、令和 5年4月 1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。
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(1) 第 5条中職員の退職手当に関する条例第10条第4項の改正規定並びに附則第13条及び第23条

の規定公布の日

(2) 第 5条中職員の退職手当に関する条例第10条第11項第 5号の改正規定 令和 4年10月 1日

(職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第 2条 任命権者は、基準日(施行日(この条例の施行の日をしづ。以下同じ。)、令和 7年 4月

1目、令和 9年 4月 1日、令和11年 4月 1日及び令和13年 4月 1日をいう。以下この項において

同じ。)から基準日の翌年の 3月31日までの問、基準日における第 1条の規定による改正後の職

員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第 3条に規定する定年(以下「新条例定

年」とし、う。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の

前日における第 1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」とい

う。)第 3条に規定する定年(以下「旧条例定年」という。) )を超える職及びこれに相当する

基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の 3月31日まで

の聞に新条例第4条第 1項又は第 2項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日にお

いて同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日にお

ける旧条例定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、

昇任し、降任し、又は転任することができない。

第 3条 令和 9年 3月31日までの聞における新条例第4条第 1項の規定の適用については、同項中

「第 9条第4項」とあるのは「第 9条」と、 「この限りでなしリとあるのは「第 9条第 2項の市

長の承認を得ることができる場合に限るものとし、当該引き続き勤務させようとする期限は、当

該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して 3年を超えることがで

きなしリとする。

第4条 令和 9年 3月31日までの聞における新条例第4条第 2項の規定の適用については、同項中

「定年退職日」とあるのは、 「定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員

が占めている管理監督職に係る異動期間の末日) Jとする。

第 5条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の 3月31日(以

下この条から附則第8条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者

であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新た

に設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。

次条第 1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用すること

ができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 25年以上勤続して施行目前に退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の

日の翌日から起算して 5年を経過する日までの間にある者

(3) 25年以上勤続して施行目前に退職した者(前 2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職

の日の翌日から起算して 5年を経過する日までの聞に、旧地方公務員法再任用(地方公務員法
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の一部を改正する法律(令和 3年法律第63号。以下「令和 3年改正法」という。)による改正

前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の 4第 1項又は第28条の 5第 1項の規定に

より採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第 1項若しくは第 2

項、附則第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第 8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用

することをいう。次項第 5号において同じ。)をされたことがある者

2 令和14年 3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日まで

の間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達し

ている者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範

囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第 1項又は第 2項の規定により勤務した後に退職した者

(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和 3年改正法による改正後

の地方公務員法(以下「新地方公務員法」としづ。)第22条の 4第 3項に規定する任期が満了

したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退

職の日の翌日から起算して 5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退

職の日の翌日から起算して 5年を経過する日までの聞に、暫定再任用をされたことがある者

3 前 2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、 1年を超えない範囲内で更新するこ

とができる。ただし、当該任期の末日は、前 2項の規定により採用する者又はこの項の規定によ

り任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない

4 暫定再任用職員(第 1項若しくは第 2項、次条第 1項若しくは第 2項、附則第 7条第 1項若し

くは第 2項又は附則第 8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用された職員をいう。以下同

じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤

務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他の勤務の状況を示す事実に基づき良好である場

合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同

意を得なければならない。

第 6条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、本市が組織する地方公共団体の組合における

同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用

しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の

規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要

する職に採用することができる。

2 令和14年 3月31日までの問、任命権者は、前条第 2項の規定によるほか、本市が組織する地方

公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者

であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を
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定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前 2項の場合においては、前条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

第 7条 任命権者は、新地方公務員法第22条の 4第4項の規定にかかわらず、附則第 5条第 1項各

号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しよう

とする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧

条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設

置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める

職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおけ

る旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第 1項において閉じ。)に達している者

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任

期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年 3月31日までの問、任命権者は、新地方公務員法第22条の 4第4項の規定にかかわら

ず、附則第 5条第 2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占

める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているもの

とした場合における新条例定年をいう。次条第 2項及び附則第12条において同じ。)に達してい

る者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を

定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前 2項の場合においては、附則第 5条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

第 8条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の 5第 3項において準

用する新地方公務員法第22条の 4第 4項の規定にかかわらず、本市が組織する地方公共団体の組

合における附則第 5条第 1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者

であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任

期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年 3月31日までの問、任命権者は、前条第 2項の規定によるほか、新地方公務員法第22

条の 5第 3項において準用する新地方公務員法第22条の 4第 4項の規定にかかわらず、本市が組

織する地方公共団体の組合における附則第 5条第 2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度

の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年

相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1 

年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前 2項の場合においては、附則第 5条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

第 9条 令和 3年改正法附則第 8条第 3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職
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(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和 3年改正法附則第 8条第 3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に

設置されていたものとした場合における旧条例第 3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢

とする。

第10条 令和 3年改正法附則第 8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条

の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和 3年改正法附則第 8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の 4第4項の条例

で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、

当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めて

いるものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

第11条 令和 3年改正法附則第 8条第 5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基

準日(附則第 5条から第 8条までの規定が適用される間における各年の 4月 1日(施行日を除

く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、

基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和 3年改正法附則第 8条第 5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設

置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者と

する。

3 令和 3年改正法附則第 8条第 5項の条例で定める職員は、第 1項に規定する職が基準日の前日

に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している

職員とする。

第12条 任命権者は、基準日(令和 7年 4月 1日、令和 9年 4月 1日、令和11年 4月 1日及び令和

13年4月 1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の 3月31日までの問、基準

日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務

の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤

務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基

準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新条例第 4条第 1

項又は第 2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)となった者のうち基

準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例

定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)

を、新条例第12条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤

務職に、同条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の

うち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る

新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の
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職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任する

ことができない。

第13条 令和 3年改正法附員IJ第 2条第 3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(枚方市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員である

ものとした場合の給料月額に、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める数を乗じて得た

額とする。

(1) 次号に規定する暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員 第8条の規定による改正

後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第 2条第 1項

に規定する勤務時間の数を31で除して得た数

(2) 附員Jj第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第 8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用さ

れた職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員Jという。) 新勤務時間条例第 2条第4項の規

定により定められたその者の勤務時間の数を31で除して得た数

第15条 前条の規定にかかわらず、管理職手当の支給を受ける暫定再任用職員の給料月額は65歳の

誕生日の前日の属する年度の 4月 1日から、管理職手当の支給を受けない暫定再任用職員の給料

月額は65歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から、同条の規定による給料月額に100分の

90を乗じて得た額とする。

第16条 前条の規定は、第 2条の規定による改正後の枚方市職員給与条例(以下「新給与条例」と

いう。)第34条の 2第4項の規定による期末手当基礎額の算定及び新給与条例第34条の 5第 4項

の規定による勤勉手当基礎額の算定については、適用しない。

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第24

条の規定を適用する。

第18条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第34条の 2第 3

項の規定を適用する。

第四条 新給与条例第34条の 5第 1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の

額の同条第 2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、

同項第 1号及び第 2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、 「定年前再任用短時間勤

務職員及び暫定再任用職員」とする。

第20条 新給与条例第 6条の規定並びに初任給調整手当、扶養手当及び住居手当に関する規定は、

暫定再任用職員には適用しない。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 附則第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第 8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用

された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第 3条の規定による改正後の一般職の

職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第 3項の規定を適用する。

(単純なる労務に従事する一般職の職員の給与等の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う

経過措置)

第22条 附則第 5条第 1項若しくは第 2項又は附則第 6条第 1項若しくは第 2項の規定により採用
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された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の単純なる

労務に従事する一般職の職員の給与等の種類及び基準を定める条例第 2条第 2項の規定を適用す

る。

2 附則第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用され

た職員は、第4条の規定による改正後の単純なる労務に従事する一般職の職員の給与等の種類及

び基準を定める条例第 2条第 1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の

規定を適用する。

(枚方市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第 5条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条第4項の規定は、附則第

1条第 1号に掲げる規定の施行の日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものと

して同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

第24条 暫定再任用職員に対する第 5条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第 2条

第 1項の規定の適用については、同項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成 3年法律

第110号)第四条第 1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成16年枚方市条例第35

号)第4条j とあるのは、 「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和 4年

枚方市条例第 号)附則第5条第 1項若しくは第 2項、附則第6条第 1項若しくは第 2項、附則

第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第 8条第 1項若しくは第2項」とする。

(企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 附則第 5条第 1項若しくは第 2項又は附則第 6条第 1項若しくは第 2項の規定により採用

された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の企業職員

の給与等の種類及び基準に関する条例第25条の規定を適用する。

2 附則第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第 8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用され

た職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の全業職員の給

与等の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 附則第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用

された職員は、第 8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項

に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第27条 附則第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第8条第 1項若しくは第2項の規定により採用

された職員は、第10条の規定による改正後の枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例第 7条

第 1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(枚方市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第28条 附則第 7条第 1項若しくは第 2項又は附則第 8条第 1項若しくは第 2項の規定により採用

された職員は、第14条の規定による改正後の枚方市職員定数条例第 1条に規定する定年前再任用

短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
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議案第 38 号参考資料

職員の定年等に関する条例等の一部改正等について

新(改正後)

[職員の定年等に関する条例関係]

旦迭

室主童

筆2童

盆立童

筆生霊

盆豆主

血盟

総則(第1条)

定年制度(第2条一第5条)

管理監督職勤務上限年齢制(第6条一第11条)

定年前再任用短時間勤務制(第12条)

雑則(第13条)

笈よ主盤魁

(趣旨)

第 1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第

1項、第22条の 5第1項、第28条の 2 (第3項を除く。)、第28条の 5、

第28条の 6第 1項から第3項まで及び第28条の 7の規定に基づき、職員

の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

筆主主星生担亙

(定年)

第3条職員の定年は、年齢盟主とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべき

主要な改正部分の新旧対照表

!日(現 行)

[職員の定年等に関する条例関係]

(趣旨)

第 1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の 2第

1項から第3項まで及び第28条の 3の規定に基づき、職員の定年等に関

し必要な事項を定めるものとする。

(定年)

第3条職員の定年は、年齢盟主とする。ただし、医師及び歯科医師の定

年は、年齢65年とする。

(定年による退職の特例)

第4条任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべき
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新(改正後)

こととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条

の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して 1

年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において

従事している職務に従事させるため引き続き勤務させることができる。

ただ、し、第9条第4項の規定により同条第 1項に規定する異動期聞を延

長した職員であって、定年退職日において第 6条に規定する管理監督職

を占めている職員についてはミこの限りでない。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務

の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるためム二主

該職員の退職による欠員を容易に補充することができず、公務の運営

に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる

特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支

障が生ずること。

任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到

来する場合において 前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めると

きは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して 1年を超え

ない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該

職員に係る定年退職日の翌日から起算して 3年を超えることができない。

任命権者は、第 1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は

前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なけれ

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

こととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して 1年を超えない範囲

内で期限を定め、歪企職員を当該盤蓋に従事させるため引き続いて勤務

させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるためι三

の職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を抱当する者の交替が乏企業務の遂行上重大な障害となる

特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支

障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到

来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、市

長の承認、を得て、 1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。

ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して 3

年を超えることができない。

3 任命権者は、第 1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又

は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なけ
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新(改正後)

ばならない。

4 任命権者は、第 1項の規定により引き続き勤務することとされた職員

及び第 2項の規定により期限が延長された職員について、第 1項の期限

又は第 2項の規定により延長された期限が到来する前に第 1項各号に掲

げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を

定めて当蓋期限を繰り上げるものとする。

5 [略]

第3章管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第6条 法第28条の 2第 1項の条例で定める職は、枚方市職員給与条例(昭

和23年枚方市条例第103号)第12条の 3第 1項に規定する規則で定める職

員の職及び企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例(平成16年枚

方市条例第14号)第4条に規定する管理者が指定する職員の職(医師及

び歯科医師を除く。) (以下これらの職を「管理監督職j としづ。)と

する。

(管理監督職勤務上限年齢)

第 7条 法第28条の 2第 1項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とす

豆L

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第8条 任命権者は、法第28条の 2第4項に規定する他の職への降{壬等(以

下「他の職への降任等Jという。)を行うに当たっては、次に掲げる基

準を遵守しなければならないQ

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

ればならない。

4 任命権者は、第 1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が

到来する前に第 1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員

の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることがで

主ゑ。

5 [略]



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

ill 当該職員の人事評価の結果文は勤務の状況及び職務経験等に基づき=

降任又は転i壬(降五合を{半う転任に限る。) (以下この条及び第10条に

おいて「降i壬等」という阜)をしようとする職の属する職制上の段階

の壇準的な職に係る法第15条の 2第 1項第5号に規定する標準職務遂

行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力Jという。)及び当

該降i壬等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に

降任等をすること。

国人事の計画その他の事情を考慮、した上で、管理監督職以外の職のう

ちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降i壬等をすること。

1m 当該職員の他の職への降{壬等をする際に、当該職員が占めていた管

理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理

監督職を占める職員(以下この号において「上位職隣員Jという。)

の他の職への降任等もする場合には亙第 1号に掲げる基準に従った上

での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除

き通上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上

の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、

降任等をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職へのi壬用の割限

の特例)

第9条 任命権者はミ他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員

についてミ次に掲げる事由があると認めるときはミ当該職員が占める管

理監督職に係る異動期聞(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年

齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月 1日までの聞をい

ー
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主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

う。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して 1年を超え

ない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動

期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第 3項において同じ。)

で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当

該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。

出 当該職員の職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであ

るため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充

することができず、公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職員の職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

め、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充する

ことができず公務の運営に著しい支障が生ずること。
。。

(3) 当該職員の交替が当該職員の担当する業務の遂行上重大な障害とな

る特別の事情があるため、当該職員の他の職への降丘等により公務の

運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定に

より延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員に

ついて、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の

承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して 1年を

超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあってはミ延長

された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項

において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができ

る。ただしミ更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める

管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して 3年を超えること



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

ができない。

3 任命権者は、第 1項の規定により異動期間を延長することができる場

合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が

相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充

することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職と

して規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属す

る管理監督職を占める職員(以下この項において「降i壬等対象管理監督

職員Jとし 1う。)について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の

属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理

監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係
CAコ

る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職

の数に満たない等の規則で定める事情があるため、当該降i壬等対象管理

監督職員の他の職への降任等による当該管理監督職の補充が容易でなく、

業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該降{壬等対象管理

監督職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して

1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督

職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務させ、又は当該

降任等対象管理監督職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の

他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第 1項若しくは第 2項の規定により異動期間(これらの

規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める

職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第 2項の規定に

より延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前 3項又はこの項の規

定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職

員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、市長の

承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して 1年を

超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条

第 3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじ

め当該職員の同意を得なければならない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第11条任命権者は、第 9条の規定により異動期間を延長した場合におい
に品

て、延長後の異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消

減したときは、他の職への降任等をするものとする。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職をした者(以下この

条において「年齢60年以上退職者Jとしづ。)を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を

占める職員の 1週間当たりの通常の勤務時聞が、常時勤務を要する職で

その職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の 1週間当たり

の通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において

同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその

者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間

勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間



""" 
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新(改正後)

勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日を

いう。)を経過した者であるときはミこの限りでなし冶

第5章雄皇II
(委任)

第13条 この条例に定めるもののほかミこの条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。

附則

5 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例{令和4年数

方市条例第 号)第 1条の規定による改正前の第3条ただし警に規定す

る職員以外の職員(次項において単に「職員Jという自)についての令和

5年4月 1日から令和13年 3月31日までの聞における第3条の規定の適

用についてはミ次の表の左欄に掲げる期聞の区分に応じミ同条中 f65年J

とあるのはミそれぞれ同表の右欄に掲げる字句左する且

令和5年4月 1日から令和 7年 3月31日まで 61年

令和7年4月 1日から令和9年 3月31日まで 62年

令和9年4月 1日から令和11年 3月31日まで 63年

令和11年4月 1日から令和13年 3月31日まで 64年

立任命権者はミ当分の問主職員が年齢60年に達する日の属する年度の前

年度(以下この項において「喧報の提供及び勤務の意思の確認を行うべ

き年度j という~ {f吉報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

/ 



に品
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新(改正後)

に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うベ

き年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の

意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下こ

の項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあってはョ当該

職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期開通末日経過

職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該職員の異動

等の日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において三当

該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及

び給与に関する措置の内容その他の勤務の意思を確認するために必要な

情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意

思を確認するよう努めるものとする。

[枚方市職員給与条例関係]

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第 6条の 2 職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第

旦去の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員j

としづ。)の給料月額は、その者に適用される別表第 2から別表第5ま

でに規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月

額のうち、その者の属する職務の級に応じた給料月額に職員の勤務時間、

休暇等に関する条例(平成 7年枚方市条例第 1号。以下「勤務時間条例j

としづ。)第 2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間の数

を31で除して得た数を乗じて得た額とする。

主要な改正部分の新旧対照表

!日(現行)

[枚方市職員給与条例関係]

(再任用職員の給料月額)

第6条の 2 法第28条の4第 1項、第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 1

項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」と

いう。)の給料月額は、その者に適用される別表第 2から別表第 5まで

に規定する給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の

属する職務の級に応じた給料月額に、次の各号に掲げる区分に応じて当

該各号に定める数を乗じて得た額とする。

ill次号に規定する者以外の再任用職員 職員の勤務時間、休暇等に関



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

する条例(平成 7年枚方市条例第 1号且以下「勤務時間条例」という。)

第2条第 1項に規定する勤務時間の数を31で除して得た数

~再任用職員で法第28条の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占め

る者(以下「再任用短時間勤務職員」とし、う。) 勤務時間条例第2

条第4項の規定により定められたその者の勤務時間の数を31で除して

得た数

2 前項の規定にかかわらず主管理職手当の支給を受ける再任用職員の給

料月額は65歳の誕生日の前日の属する年度の4月 1日から、管理職手当

の支盆を受けない再任用職員のを合型月額は65歳の誕生日の前日の属する

月の翌月の初日から、同項の規定による給料月額に100分の90を乗じて得

た額とする。

3 前項の規定は当第34条の 2第4項の規定による期末手当基礎額の算定

及び第34条の 5第4項の規定による勤勉手当基礎額の算定についてはミ

適用しない。

(時間外勤務手当) (時間外勤務手当)

第24条 [略] 第24条 [略]

2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤 2 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間

務時聞が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のう が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、そ

ち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合 の勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時聞との合計が規

計が規則で定める時間数に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の 則で定める時間数に達するまでの聞の勤務に対する前項の規定の適用に

適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる ついては、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の

勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で 区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で

-
E
H
|
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新(改正後)

規則で定める割合j とあるのは 1100分の100J とする。

3"-'5 [略]

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第 5条の規定に基づき、 あ

7 

らかじめ勤務時間条例第 3条第 2項又は第4条の規定により割り振られ

た 1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」と

いう。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の

正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)

に対して、勤務 1時間につき、第42条に規定する勤務 1時間当たりの給

与額に100分のおから100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じ

て得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時

間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が割振り変更前の正規の勤務時間

を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務

時間との合計が規則で定める時間数に達するまで、の聞の勤務については、

この限りでない。

[略]

第33条 [略]

2 義務教育等教員特別手当の月額は、 19， 100円を超えない範囲内で、職

務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては職務の級、第

41条の 2第 1項に規定する任期付常勤職員及び第41条の 3第 1項に規定

する任期付短時間勤務職員にあっては号給)の別に応じて、規則で定め

る額(幼稚園に勤務する教育職員にあっては、

て得た額)とする。

当該額に 2分の 1を乗じ

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

定める割合」 とあるのは 1100分の100J とする。

3"-'5 [略]

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第 5条の規定に基づき、 あ

7 

らかじめ勤務時間条例第 3条第 2項又は第4条の規定により害IJり振られ

た 1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」と

いう。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の

正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)

に対して、勤務 1時間につき、第42条に規定する勤務 1時間当たりの給

与額に100分のおから100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じ

て得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、再任用短時間勤務

盤皇及び育児短時間勤務職員等が割振り変更前の正規の勤務時間を超え

でした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間と

の合計が規則で定める時間数に達するまでの聞の勤務については、 この

限りでない。

[略]

第33条 [略]

2 義務教育等教員特別手当の月額は、 19， 100円を超えない範囲内で、職

務の級及び号給(再任用職員にあっては職務の級、第41条の 2第 1項に

規定する任期付常勤職員及び第41条の 3第 1項に規定する任期付短時間

勤務職員にあっては号給)の別に応じて、規則で定める額(幼稚園に勤

務する教育職員にあっては、当該額に 2分の 1を乗じて得た額)とする。
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3 [略]

(期末手当)

第34条の 2

[略12 

新(改正後)

[略]

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中 1100分の120j とあるのは 1100分の67.5j とする。

4，..__， 6 [略]

(勤勉手当)

第34条の 5 [略]

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って任命

権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職

員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在をいう。第4項において同じ。)において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用

短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

3 [略]

(期末手当)

第34条の 2

[略12 

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

[略]

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中f100分の120j

とあるのは 1100分の67.5j とする。

4，..__， 6 [略]

(勤勉手当)

第34条の 5 [略]

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額lこ、ー規則で定める基準に従って任命

権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在をいう。第4項において同じ。)において受けるべき扶養手

当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100

分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員

100分の45を乗じて得た額の総額

当該再任用職員の勤勉手当基礎額に



に品
よと-..，.. 

新(改正後)

3'""'-'6 [略]

9 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外

第35条 第6条の規定並びに初任給調整手当、扶養手当及び住居手当に関

する規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(任期付短時間勤務職員の給与の特例)

第41条の 3 [略]

2・3 [略]

4 任期付短時間勤務職員について第24条第 2項及び第6項の規定を適用

する場合においては、それらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員及

び育児短時間勤務職員等Jとあるのは「第41条の 3第 1項に規定する任

期付短時間勤務職員Jとする。

(勤務 1時間当たりの給与額の算出方法)

第42条 勤務 1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域

手当の月額並びに特殊勤務手当のうち市長が別に定めるものの額の合計

額に12を乗じて得た額を 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数か

ら休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額(定年前再任用短時

間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあって

は、常時勤務を要する職員の勤務 1時間当たりの給与額を考慮して規則

で定める額)とする。

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

3'""'-'6 [略]

9 再任用職員についての適用除外

第35条 初任給調整手当、扶養手当及び住居手当に関する規定は、亙呈且

職員には適用しない。

(任期付短時間勤務職員の給与の特例)

第41条の 3 [略]

2・3 [略]

4 任期付短時間勤務職員について第24条第 2項及び第6項の規定を適用

する場合においては、それらの規定中「再任用短時間勤務職員及び育児

短時間勤務職員等J とあるのは「第41条の 3第 1項に規定する任期付短

時間勤務職員」とする。

(勤務 1時間当たりの給与額の算出方法)

第42条 勤務 1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域

手当の月額並びに特殊勤務手当のうち市長が別に定めるものの額の合計

額に12を乗じて得た額を 1週間当たりの勤務時聞に52を乗じて得た数か

ら休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額(再任用短時間勤務

盤皇、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、常

時勤務を要する職員の勤務 1時間当たりの給与額を考慮して規則で定め

る額)とする。



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

附員Ij

ヱ当分の問、 60歳に達した日後最初の 4月 1r3 (附則第 9項において「特

定日 j という。)以後における職員の給料月額は、当該職員に適用される

給料表の給料月額のうち、第 5条第 2項の規定による当該職員の属する

職務の級並びに第6条第 1項、第 2項、第4項及び第 5項の規定により

当該職員の受ける号給に応じた額lこ100分の70を乗じて得た額(その額に

50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 50円以上100円未満の端

数を生じたときはこれを100円に切り上げる。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

w 臨時的に任用される職員その他の法律文は条例により{壬期を定めて

任用される職員及び非常勤職員

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員

(3) 職員の定年等に関する条例第 9条第 1項又は第 2項の規定により同

条第 1項に規定する異動期間(同項又は同条第 2項の規定により延長

された期間を含む。)を延長された同条例第 6条に規定する職にある

盤皇

回職員の定年等に関する条例第4条第 1項又は第 2項の規定により勤

務している職員(同条例第 2条に規定する定年退職日において前項の

規定が適用されていた職員を除く。)

立法第28条の 2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員で、あっ

て、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項にお

いて「異動日Jという。)の前日から引き続き同ーの給料表の適用を受

ー

ω
合

|
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新(改正後)

ける職員のうち、特定日の給料月額(以下この項及び次項において「特

定日給料月額」としづ。)が異動日の前日の給料月額に100分の70を乗じ

て得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 50

円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。以下

この項において「基礎給料月額Jという。)に達しないこととなるもの

には、当分の問、特定日以後、給料月額のほか当基礎給料月額と特定日

給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額及び特定日給料月額の合計額が当該職員の

属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同

項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」

とあるのは、 「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月

額と当該職員の受ける給料月額J とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附貝IJ第9項に

規定する職員を除く。)で、あって、前2項の規定による給料を支給され

る職員との均衡上必要があると認められるものには、当分の問、給料月

額のほか、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を

支給する。

12 附則第 9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第

7条の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給

料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分

の問、給料月額のほか、規則で定めるところにより、前 3項の規定に準

じて、給料を支給する。

13 前6項に定めるもののほか、附則第 7項又は附則第 9項の規定が適用

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)
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新(改正後)

される職員との均衡上特に必要があると認められる職員についての附則

第 7項の規定による給料月額又は附則第 9項の規定による給料その他前

6項の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第 2 (第 5条関係)
行政職給料表

職員l¥! 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級

の区

分

号給
給料 給料 給料 給料 給料 給料 給料 給料 給料

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額

定年 1 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]
前再

イ壬用 2 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

短時 3 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]
間勤

務職 4 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

員以
5 [略] [略] [略] [略] [略] [賂] [略]

外の

職員 6 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

ゾ'/'，/~'/'v^V'，"/' _A/'VV~ンVVV"-/VVV'v/VV ゾVVV，/~，_/ヘ/VVVV~ノ"VV'，-/'V'JV'Jへ心"'vへ/V"-/，，--~ノ~~

い〆〆いゾ"/"，~Vいゾヘ/'V'ゾvvヘ/VVVV，jい/VV'/V~ヘ/ヘJγ〉ヘノ~γへ~い〈ハハヘ"'y"'vり\へん

主主
前再

丘旦
短時 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

間勤

務職

員

備考 [略]

別表第 3 (第 5条関係)

主要な改正部分の新!日対照表

旧(現行)

別表第 2 (第 5条関係)
行政職給料表

職員 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級

の区

分

号給
給料 給料 給料 給料 給料 給料 給料 給料 給料

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額

再任 1 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]
用職

員以 2 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

外の 3 [略] [路] [略] [略] [略] [略] [略]
職員

4 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

5 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

6 [路] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

v~へ介、r、/'ぜヘ~ヘノ'^ノ"ノ~へ/vへ~ヘノvヘ"VVノ\ゾ vヘゾ〈会0V~/V'ン~/VVヘゾA.J~/vヘ\

~~γvヘムム/'んへれ/'/'v^v^v'VVV~"~へA/v~VVv/vv'VVJv^へ〈ムふ小イゾ、

再任

用職

皇
[略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

備考 [略]

別表第 3 (第 5条関係)



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

技能労務職給料表 技能労務職給料表

職員 1級 2級 3級 4級 5級 職 員 1級 2級 3級 4級 5級
の区 の区

分 分

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

主 主 1 [略] [略] [略] [略] [略] 主 主 1 [略] [略] [略] [略] [略]
前再

[略] [略] [略]
用 職

[略] [略] [略] [略] [略]生 且 2 [略] [略] 皇一以 2 

短時 3 [略] [略] [略] [略] [略] 外の 3 [略] [略] [略] [略] [略]
旦j塾 職 員

務職 4 [略] [略] [略] [略] [略] 4 [略] [略] [略] [略] [略]

星ー以 5 [略] [略] [略] [略] [略] 5 [略] [略] [略] [略] [略]
外の

職員 6 [略] [略] [略] [略] [略] 6 [略] [略] [略] [略] [略]

¥ノ'̂ ノ'v'vvv'ぜ

主 主 主 主
前再 旦 盤
色 旦 星
短時 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略]

旦塾
蓋 盤
員

備考 [略] 備考 [略]

別表第 5 (第5条関係) 別表第 5 (第5条関係)
教育職給料表 教育職給料表

職 員 1級 2級 3級 職 員 1級 2級 3級
の区 の区

分 分

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額

-
E∞
|
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新(改正後)

主 主 1 [略] [略] [略]
前再

色旦 2 [略] [略] [略]

短時 3 [略] [略] [略]
旦j塾
務職 4 [路] [略] [略]

員一以 5 [略] [略] [略]
外の

職員 6 [略] [略] [略]

ヘ八円J 、、八人/VVゾV ヘ八人へ八八八/V八九九八八人へ〈んヘ八八ハ/vゾうヘへ八八八八八ノヘ〈ノザ小~

ヘ./'-/'/V'vノ"_"'../'/'../V"--/'v'' JVヘ/'_/'../V'v̂'-/'v̂ "/ V^'V^V'/、"/VV/V'ゾ~/~-ノ、J'VVV''v/''J'J'v--~~~'v

定年

前再

{壬用

短時 [略] [略] [略]

間勤

務職

員

備考

1 [略]

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 3級である職員

の給料月額は、この表の額に7，500円(定年前再任用短時間勤務職員に

あっては、当該額に勤務時間条例第 2条第4項の規定による当該職員

の勤務時間の数を同条第 1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額(その数に10円未満の端数を生じたときはミ 5円未満はこ

れを切り捨て、 5円以上はこれを10円に切り上げる。))をそれぞれ加

算した額とする。

[一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例関係]

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

亘J王 1 [略] [略] [略]
用職

昼一以
2 [略] [略] [略]

外の 3 [略] [略] [略]
職員

4 [略] [略] [略]

5 [略] [略] [略]

6 [略] [略] [略]

v^、VV~^" \ノ〈ゾ~/'v/'v"~^，-/'/vVV'V"/v"v，，"'へ/V'v'V'JVV  'J'，_/-v'，，^九/，，^^^^/ゾV~ヘ/

'^"へ/v-.v^v~^_/'vV'VV'，-_-"'~'v，，/，，/~ノ，/〆\ゾ、へ/へヘ、vヘ

1f1王
用職

皇
[略] [略] [略]

備考

1 [略]

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が 3級である職員

の給料月額は、この表の額に7，500円(再任用短時間勤務職員にあって

は、 6，000円)をそれぞれ加算した額とする。

[一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例関係]
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(業務管理手当)

第11条 [略]

2 [略]

3 枚方市職員給与条例第 6条の 2に規定する定年前再任用短時間勤務職

皇、同条例第 6条の 3に規定する育児短時間勤務職員等及び同条例第41

条の 3第 1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下これらを「短時間

勤務職員」としづ。)に支給する業務管理手当の額は、前項に定める額

に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成 7年枚方市条例第 1号)

第 2条第 2項、第4項又は第 5項の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第 1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する。

[単純なる労務に従事する一般職の職員の給与等の種類及び基準を定める

条例関係]

(給与の種類)

第 2条 単純労務職員で、常時勤務を要する者、地方公務員法(昭和25年

法律第261号)第22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員(以下「フルタイム

会計年度任用職員j という。)、職員の定年等に関する条例(昭和59年

枚方市条例第27号)第12条の規定により採用された者(以下「定年前再

任用短時間勤務職員」とし、う。)及び地方公務員の育児休業等に関する

法律(平成 3年法律第110号)第18条第 1項又は一般職の任期付職員の採

用に関する条例(平成16年枚方市条例第35号)第4条の規定により任期

を定めて採用された者(以下「任期付短時間勤務職員Jとし 1う。)の給

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

(業務管理手当)

第11条[略]

[略]2 

3 枚方市職員給与条例第6条の 2第 1項第 2号に規定する再任用短時間

塾塾盤皇、同条例第 6条の 3に規定する育児短時間勤務職員等及び同条

例第41条の 3第 1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下これらを「短

時間勤務職員」という。)に支給する業務管理手当の額は、前項に定め

る額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成 7年枚方市条例第 1

号)第 2条第 2項、第4項又は第 5項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第 1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。

[単純なる労務に従事する一般職の職員の給与等の種類及び基準を定める

条例関係]

(給与の種類)

第 2条 単純労務職員で、常時勤務を要する者、地方公務員法(昭和25年

法律第261号)第22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員(以下「フルタイム

会計年度任用職員j とし寸。)、同法第28条の 4第 1項、第28条の 5第

1項又は第28条の 6第 1項若しくは第2項の規定により採用された者(以

下「再任用職員j とし、う。)で同法第28条の 5第 1項に規定する短時間

勤務の職を占めるもの及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成

3年法律第110号)第18条第 1項又は一般職の任期付職員の採用に関する

条例(平成16年枚方市条例第35号)第4条の規定により任期を定めて採
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与は、給料及び手当とする。

2 前項の手当の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、

るものとする。

当該各号に定め

3 

(1)・(2) [略]

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 地域手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間

勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

[略]

[枚方市職員の退職手当に関する条例関係]

(退職手当の支給)

第 2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常

時勤務に服することを要する者(地方公務員の育児休業等に関する法律

(平成 3年法律第110号)第18条第 1項文は一般職の任期付職員の採用に

関する条例(平成16年枚方市条例第35号)第4条の規定により採用され

た職員を除く。以下「職員」としづ。)が退職した場合に、その者(死

亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務

した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しな

いこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が

主要な改正部分の新!日対照表

旧(現行)

用された者(以下「任期付短時間勤務職員」 としづ。)の給与は、給料

及び手当とする。

2 前項の手当の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

3 

るものとする。

(1)・(2) [略]

(3) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 地域手当、通勤手当、特殊

勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当、期末手当及び勤勉手当

[略]

[枚方市職員の退職手当に関する条例関係]

(退職手当の支給)

第 2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常

時勤務に服することを要する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)

第28条の 4第 1項、第28条の 5第 1項若しくは第28条の 6第 1項若しく

は第 2項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成 3年法律第110号)

第18条第 1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成16年枚

方市条例第35号)第4条の規定により採用された職員を除く。以下「職

員」とし、う。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、

その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務

した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しな

いこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が
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引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引

き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみ

なして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤

による負傷又は病気(以下「傷病」とし、う。)による退職及び死亡によ

る退職に係る部分以外の部分並びに第 5条中公務上の傷病又は死亡によ

る退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退

職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用す

る。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の 2第 1項第

1号に掲げる職員については、この限りでない。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第 5条 [ 略]

2 前項の規定は、 25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、

死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後

その者の非違によることなく退職した者([PJJJ[の規定に該当する者を除

く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第 5条の 3 第 5条第 1項に規定する者のうち、その年齢が退職した日に

おいて定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であ

る者(規則で定める者に限る。)に対する向項及び前条第 1項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる宇句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引

き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみ

なして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤

による負傷又は病気(以下「傷病J としづ。)による退職及び死亡によ

る退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡によ

る退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退

職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用す

る。ただし、地方公務員法第22条の 2第 1項第 1号に掲げる職員につい

ては、この限りでない。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第 5条[略]

2 前項の規定は、 25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、

死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後

その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除

く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の 3 第5条第 1項に規定する者のうち、その年齢が退職した日に

おいて定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であ

る者(規則で定める者に限る。)に対する同項及び前条第 1項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中間表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。



主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)新(改正後)

[略]表[略]表

(退職手当の調整額)(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職

期間(第 5条の 2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)

の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各

月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病に

よる休職、通勤による傷病による休職及び指定団体のうち規則で定める

期間(第 5条の 2第 2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)

の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各

月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病に

よる休職、通勤による傷病による休職及び指定団体のうち規則で定める

ものの業務に従事させるための休職を除く。)、同法第29条の規定によ

る停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第 1号)第26条第 1項に規定

ものの業務に従事させるための休職を除く。)、同法第29条の規定によ

る停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第 1号)第26条第 1項に規定

する大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事

l
u
g
-

する大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事

することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する

日のあった月を除く。以下「休職月等Jという。)のうち規則で定める

ものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる

職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額Jという。)

することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する

日のあった月を除く。第7条第4項において「休職月等j という。)の

うち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた

次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項

のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第 1順位か

ら第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、

当該各月の調整月額)を合計した額とする。

及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いも

のから順次その順位を付し、その第 1順位から第60順位までの調整月額

当該各月の調整月額)を(当該各月の月数が60月に満たない場合には、

合計した額とする。

(1)----(7) [略]

[略]

(1)----(7) [略]

[略]2----5 2----5 

(失業者の退職手当)(失業者の退職手当)



主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)新(改正後)

[略]

2 . 3 

4 第 1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達し

[略1

第10条[略]

2 . 3 

4 第 1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達し

[略1

第10条

たことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後

一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で

定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第 1項中「当該

たことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一

定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定

めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第 1項中「当該各

各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込

みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当す

号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込み

をしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する

る期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の

期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職 の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退

職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当す

る期間を加算した期間)Jと、 「当該期間内」とあるのは「当該合算し

の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する-
u
E
|
 た期間内」と、前項中「支給期間Jとあるのは「第4項において読み替

えられた第 1項に規定する支給期間Lよ主ゑ。

期間を加算した期間)Jと、 「当該期間内」とあるのは「当該合算した

期間内Jと、前項中「支給期間Jとあるのは「第4項において読み替え

られた第 1項に規定する支給期間」とし、当該退職後に事業(その実施

期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職

員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるとこ

ろにより、市長に事業を開始した旨を申し出たときは、当該事業の実施

期間(当該実施期間の日数が4年からこの項において読み替えられた第

1項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合にお

ける当該超える日数を除く。)は、この項において読み替えられた第 1

項の規定による期間に算入しない。

[略] [略]5 "'-'10 5 "'-'10 

11 第 1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項11 第 1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第 1項



主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)新(改正後)

又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の

各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額

を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、

傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従

又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の

各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額

を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、

傷病手当、就業促進手当、移転費文は求職活動支援費の支給の条件に従

い支給する。

(1)'"'-'但) [略]

い支給する。

(1)'"'-'性) [略]

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第18条の 2に規定する職業紹介事業者の紹介した職 団体若しくは同法第18条の 2に規定する職業紹介事業者の紹介した職

業に就くため、文は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法

第58条第 1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所文は

居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

[略](6) 

業に就くため、文は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法

第58条第 1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所文は

居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

[略]

[略]

(6) 

-
U
E
|
 

12'"'-'17 [略]12'"'-'17 

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職

に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職

に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る

一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について整担以上

の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)

第 6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた

一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について塞鍾以上

の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)

第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた

場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) [略]

場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) [略]



主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)新(改正後)

[略]2，...，_， 4 [略]2，...，_， 4 

5 第 1項又は第 2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機

関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該

支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第 3号に該当する

5 第 1項又は第 2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機

関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該

支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第 3号に該当する

場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り

場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り

この消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、

限りでない。

(1) [略]

この消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、

限りでない。

(1) [略]

当該支払差止処分の理由と(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と(2) 当該支払差止処分を受けた者について、

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(蓬鑓なった起訴文は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁ー

ω
印
∞
|

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)

又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第 1項の規定

による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を

担以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)

又は公訴を提起しない処分があった場合で、あって、次条第 1項の規定

による処分を受けることなく、当該判決が確定した日文は当該公訴を

提起しない処分があった日から 6月を経過した場合

(3) [略]

提起しない処分があった日から 6月を経過した場合

(3) [略]

[略]

(退職後整担以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

6，...，_，10 [略]

(退職後室担以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

6，...，_，10 

支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第 1号又は第

当

支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第 1号又は第

当 2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当

2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、

該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当



。。
c:n 

新(改正後)

該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行うものとす

る。ただし、当該退職手当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情及

び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡

を勘案して、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分

を行い、又は当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分

を行わないことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあ

つては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該

退職後に蓋鍾以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条

第 3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職

員に対する免職処分j としづ。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該

退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認

めたとき。

2""'-'6 [略]

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行うものとす

る。ただし、当該退職手当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情及

び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡

を勘案して、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分

を行い、又は当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分

を行わないことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあ

つては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該

退職後に室鋼以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条

第 3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処

金Jとし、う。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する

全盛些会の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2""'-'6 [略]

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手



主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)新(改正後)

当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けてい

なければ第10条第 3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給なければ第10条第 3項、第6項又は第 8項の規定による退職手当の支給

を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能

者」とし、う。)であった場合にあっては、これらの規定により算出され

る金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除

く。以下この項(各号列記以外の部分に限る。)において同じ。)の全

を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能

者」という。)で、あった場合には、これらの規定により算出される金額

(次条及び第17条において「失業者退職手当額Jとし 1う。)を除く。以

下この項(各号列記以外の部分に限る。)において同じ。)の全部の返

納を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退職手当管理機関は、 部の返納を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退職手当管理機

聞は、第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の

状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の一部の返納を命ずる処分

第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を

勘案して、当該一般の退職手当等の額の一部の返納を命ずる処分を行い、

を行い、又は当該一般の退職手当等の額の全部の返納を命ずる処分を行

わないことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し埜

又は当該一般の退職手当等の額の全部の返納を命ずる処分を行わないこ

とができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し室
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週以上の刑に処せられたとき。鋼以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する

皇盤基金を受けたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間 (3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する

全盛基金の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

[略]

免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

[略]2-----6 2-----6 

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)



主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)新(改正後)

に対し当

当該一般

退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)

該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、

第17条に対し当

当該一般

退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)

該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、

第17条

の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の

受給者Jとし 1う。)が当該退職の日から 6月以内に第15条第 1項又は前

条第 1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第

5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当

管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下

の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の

受給者」とし、う。)が当該退職の日から 6月以内に第15条第 1項又は前

条第 1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第

5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当

管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下

この条において同じ。)に対し、当該退職の日から 6月以内に、当該退この項から第 6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から 6月

以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と 職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたこと

を疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当

管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から 6月以内に限り、

当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき

行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、

当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から 6月

以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手
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定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を

受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職

当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当

該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であ 手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合に主

つては、失業者退職手当額を除く。以下この項において同じ。)に相当

する額の全部の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退職

った場合には、失業者退職手当額を除く。以下この項において同じ。)

に相当する額の全部の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当

手当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職手当の該退職手当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職

受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうちこ

の項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした

又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人

手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額の

うちこの項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得

をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の

相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案し の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当



。。

新(改正後)

て、 当該一般の退職手当等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分

を行い、又は当該一般の退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命

ずる処分を行わないことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から 6月以内に第15条第 5項又は

前条第 3項において準用する枚方市行政手続条例第15条第 1項の規定に

よる通知を受けた場合において、第15条第 1項又は前条第 1項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したとき(次項から第 5項までに規定す

る場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から 6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相

続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額

の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の

退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合

には、失業者退職手当額を除く。以下この項において同じ。)に相当す

る額の全部の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退職手

当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受

給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうちこの

項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又

は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の

生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当該

一般の退職手当等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行い、

又は当該一般の退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる処分

を行わないことができる。

主要な改正部分の新!日対照表

旧(現行)

該一般の退職手当等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行い、

又は当該一般の退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる処分

を行わないことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から 6月以内に第15条第 5項又は

前条第3項において準用する枚方市行政手続条例第15条第 1項の規定に

よる通知を受けた場合において、第15条第 1項又は前条第 1項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したとき(次項から第 5項までに規定す

る場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から 6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相

続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額

の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の

退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合

にあっては、失業者退職手当額を除く。以下この項において同じ。)に

相当する額の全部の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該

退職手当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職手

当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のう

ちこの項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得を

した文は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相

続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、

当該一般の退職手当等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行

い、又は当該一般の退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる

処分を行わないことができる。
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新(改正後)

退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて

同じ。)が、当該退職の日から 6月以内に基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第 1項第 1号に該当する場合

を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確

定することなく、かつ、第15条第 1項の規定による処分を受けることな

く死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当

の受給者の死亡の日から 6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退

職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合に

は、失業者退職手当額を除く。以下この項において同じ。)に相当する

額の全部の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退職手当

管理機関は、第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給

者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうちこの項

の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした文は

取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生

計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当該一

般の退職手当等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行い、又

は当該一般の退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる処分を

行わないことができる。

退職手当の受給者が、当該退職の日から 6月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて

同じ。)が、当該退職の日から 6月以内に基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第 1項第 1号に該当する場合

を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確

定することなく、かっ、第15条第 1項の規定による処分を受けることな

く死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当

の受給者の死亡の日から 6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該-般の退

職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者で、あった場合に

あっては、失業者退職手当額を除く。以下この項において同じ。)に相

当する額の全部の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退

職手当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職手当

の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち

この項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をし

た又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続

人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、

当該一般の退職手当等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行

い、又は当該一般の退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる

処分を行わないことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から 6月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) !日(現行)

関し禁鋼以上の刑に処せられた後において第15条第 1項の規定による処 関し埜盤以上の刑に処せられた後において第15条第 1項の規定による処

分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関 分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職手当の受給者の死亡の日から 6月以内に限り、当該退職手 は、当該退職手当の受給者の死亡の日から 6月以内に限り、当該退職手

当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し埜 当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し埜鍾

盤以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額 以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当

(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退 該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者

職手当額を除く。以下この項において同じ。)に相当する額の全部の納 退職手当額を除く。以下この項において同じ。)に相当する額の全部の

付を命ずる処分を行うものとする。ただ、し、当該退職手当管理機関は、 納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退職手当管理機関は、

第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産 第12条第 1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産

の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうちこの項の規定による の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうちこの項の規定による

処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見 処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見。。
込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び 込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び

当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当該一般の退職手当 当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当該一般の退職手当

等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行い、又は当該一般の 等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行い、又は当該一般の

退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる処分を行わないこと 退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる処分を行わないこと

ができる。 ができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から 6月以内に当該退職に係る一 5 退職手当の受給者が、当該退職の日から 6月以内に当該退職に係る品

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期 般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受け 問中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、

た場合において、第15条第 1項の規定による処分を受けることなく死亡 第15条第 1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該

したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給 退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

者の死亡の日から 6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対 6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし

し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に た者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由



主要な改正部分の新旧対照表

|日(現行)新(改正後)

当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給として、

可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。以下この項

当該一般の退職手当等の額対する免職処分を受けたことを理由として、

において同じ。)に相当する額の全部の納付を命ずる処分を行うものと

する。ただし、当該退職手当管理機関は、第12条第 1項に規定する事情

(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退

職手当額を除く。以下この項において同じ。)に相当する額の全部の納

付を命ずる処分を行うものとする。ただし、当該退職手当管理機関は、

のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者第四条第 1項に規定する事'措のほか、当該退職手当の受給者の相続財産

の相続財産の額のうちこの項の規定による処分を受けるべき者が相続又

は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退

職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る

の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうちこの項の規定による

処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした文は取得をする見

込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及ひ、

当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当該一般の退職手当 租税の額を勘案して、当該一般の退職手当等の額に相当する額の一部の

納付を命ずる処分を行い、又は当該一般の退職手当等の額に相当する額等の額に相当する額の一部の納付を命ずる処分を行い、文は当該一般の

退職手当等の額に相当する額の全部の納付を命ずる処分を行わないこと
= 0"> 

"̂コ の全部の納付を命ずる処分を行わないことができる。

ができる。

[略]6"-'8 [略]6-----8 

日
日
円附附則

当該各当分の問、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は、当該各 I5 5 当分の問、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は、

号に定める額とする。この場合において、第 1号に掲げる者に対する第

6条の 5第 1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、

「前条並びに附則第5項第 1号Jとする。

(1) 35年以下の期間勤続して退職した者(一般職の任期付職員の採用に

号に定める額とする。この場合において、第 1号に掲げる者に対する第

6条の 5第 1項の規定の適用については、同項中[前条」とあるのは、

「前条並びに附則第 5項第 1号Jとする。

(1) 35年以下の期間勤続して退職した者(一般職の任期付職員の採用に

関する条例第 3条の規定により任期を定めて採用され、その任期を終関する条例第 3条の規定により任期を定めて採用され、その任期を終

第 3条及び第4条から第 5条の 3までのえて退職した者を除く。)第 3条から第 5条の 3まで及び附則第23えて退職した者を除く。)



= 0"> 
叫与

15 

新(改正後)

項から第28項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗

じて得た額

(2) 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第 3条第 1項の規定

に該当する退職をしたもの 同項又は第 5条の 2及び附則第26項の規

定により計算した額に前号に定める割合を乗じて得た額

(3) 42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第 1項の規定に該当

する退職をしたもの その者が第 5条又は附則第24項の規定に該当す

る退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として、第 1

号の規定の例により計算して得られる額

(4) 35年を超える期間勤続して退職した者で第 5条又は附則第24項の規

定に該当する退職をしたもの その者の勤続期間を35年として第 1号

の規定の例により計算して得られる額

令和 7年 3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

同表の右欄に掲げる字句とする。は、

表 [略]

23 当分の問、第4条第 1項の規定は、 11年以上25年未満の期間勤続した

者で、 60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定

年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第 2項の規定に該当す

るものを除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場

合における第 3条第 1項の規定の適用については、同項中「又は第 5条j

主要な改正部分の新|日対照表

旧(現行)

規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額

(2) 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第 3条第 1項の規定

に該当する退職をしたもの 同項又は第 5条の 2の規定により計算し

た額に前号に定める割合を乗じて得た額

(3) 42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第 1項の規定に該当

する退職をしたもの その者が第 5条の規定に該当する退職をしたも

のとし、かつ、その者の勤続期間を35年として、第 1号の規定の例に

より計算して得られる額

(4) 35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退

職をしたもの その者の勤続期間を35年として第 1号の規定の例によ

り計算して得られる額

15 平成34年 3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の

適用lごついては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、

表

同表の右欄に掲げる宇句とする。

[略]
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新(改正後)

とあるのは、 「、第5条又は附則第23項j とする。

24 当分の問、第 5 条第 1 項の規定は~年以上の期間勤続した者で、 60

歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定め

のない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当するものを

除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合におけ

る第 3条第 1項の規定の適用については、問項中「又は第5条」とある

のは、 人第5条又は附則第24項j とする。

25 前 2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当

の基本額については適用しない。

w職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年

枚方市条例第 号)第 1条の規定による改正前の職員の定年等に関す

る条例第 3条ただし書に規定する職員

国給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規

員IJで定める職員

26 枚方市職員五合与条例附員IJ第 7項の規定による職員の給料月額の改定を

する条例に準ずる給与の支給の基準は、給料月額の減額改定に該当しな

いものとする阜

27 当分の問、次項の規定の適用を受ける職員以外の職員についての第 5

条の 3、第6条の 3及び附員IJ第 2項の規定の適用についてはミ第 5条の

3中 115年j とあるのは 110年j とするほか、次の表の左欄に掲げる者

の区分に応じ、第5条の 3、第 6条の 3及び附則第 2項中「退職の日に

おいて定められているその者に係る定年j とあるのは次の表の右欄に掲

げる字句とする。

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)



w 
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新(改正後)

附則第25項各号に掲げる職員以外の者 60歳

附則第25項第1号に掲げる職員 65歳

附則第25項第2号に掲げる職員 規則で定める年齢

28 当分の盟主第5条第 1項に掲げる者(職制通定数の改廃若しくは予算

の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者で、あって任命

権者が市長の承認を盆たもの又は公務上の傷病若しくは死亡により退職

した者に限る。)であって主前項の表の左欄に掲げる者が問表の右欄に掲

げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第 5条の九第6条の

3 及び附則第 2項の規定の適用についてはミごれらの規定中 f100分の~

とあるのは当 f100分の 2を退職の日において定められているその者に係

る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して

得た割合Jとする。

[企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例関係]

(給与の種類)

第 2条企業職員で、常時勤務を要する者、地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計

年度任用職員Jという。)、職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方

市条例第27号)第四条の規定により採用された者、地方公務員の育児休

業等に関する法律(平成3年法律第110号)第四条第 1項の規定により任

期を定めて採用された者及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平

成16年枚方市条例第35号)第4条の規定により任期を定めて採用された

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

[企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例関係]

(給与の種類)

第 2条企業職員で、常時勤務を要する者、地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第22条の 2第 1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計

年度任用職員」という。)、同法第28条の 5第 1項文は第28条の 6第2

項の規定により採用された者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平

成 3年法律第110号)第18条第 1項の規定により任期を定めて採用された

者及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成16年枚方市条例第

35号)第4条の規定により任期を定めて採用された者(以下これらを「職



。。

新(改正後)

者(以下これらを「職員j という。)の給与の種類は、給料及び手当と

する。

2・3 [略]

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条 第 5条、第 6条、第8条及び第18条の規定は、職員の定年等に関

する条例第12条の規定により採用された職員には適用しない。

[職員の育児休業等に関する条例関係]

(育児休業をすることができない職員)

第 2条 育児休業法第2条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

(1)・(2) [略]

回職員の定年等に関する条例第 9条の規定により異動期間(同条の規

定により延長された期間を含む。)

盤昼

凶[略]

(5) [略]

を延長された管理監督職を占める

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

員Jという。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2・3 [略]

(再任用職員についての適用除外)

第25条 第 5条、第6条、第 8条及び第18条の規定は、地方公務員法第28

条の 4第 1項、第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 1項若しくは第2項

の規定により採用された職員には適用しない。

[職員の育児休業等に関する条例関係]

(育児休業をすることができない職員)

第 2条 育児休業法第2条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

(1)・(2)

im 
l生i

[略]

[略]

[略]

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。



。。

新(改正後)

(1)・(2) [略]

国職員の定年等に関する条例第 9条の規定により異動期間(同条の規

定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職

皇

(部分休業をすることができない職員)

第19条 育児休業法第四条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

(1) [略]

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮、して規則で定める非

常勤職員以外の非常勤職員(職員の定年等に関する条例第12条に規定

する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職

皇j としづ。)を除く。)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業(育児休業法第19条第 1項に規定する部分休業をし 1う。

以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第 7条第 1項に規定する正規の勤

務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条

において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務

時間)の始め又は終わりにおいて、 30分を単位として行うものとする。

2 . 3 [略]

[職員の勤務時間、休暇等に関する条例関係]

( 1週間の勤務時間)

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

(1)・(2) [略]

(部分休業をすることができない職員)

第19条 育児休業法第19条第 1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

(1) [略]

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非

常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の 5第 1項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等j

いう。)を除く。)

(部分休業の承認)

と

第20条 部分休業(育児休業法第四条第 1項に規定する部分休業をしヴ。

以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第 7条第 1項に規定する正規の勤

務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条にお

いて同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)

の始め又は終わりにおいて、 30分を単位として行うものとする。

2・3 [略]

[職員の勤務時間、休暇等に関する条例関係]

( 1週間の勤務時間)
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第 2条

2・3

[略]

[略]

新(改正後)

4 職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第12条の規

定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員Jとしづ。)

の勤務時間は、第 1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、 4週間を

超えない期間につき 1週間当たり 15時間30分から31時間までの範囲内で、

任命権者が定める。

5 . 6 [略]

(週休日及び勤務時間の割振り)

第 3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。

以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につ

いては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に

加えて月曜日から金曜日までの 5日間において週休日を設けるものとし、

ノくートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金

曜日までの 5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの 5

日聞において、 1日につき 8時間を超えない時間の勤務時間を割り振る

ものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、 1週間ごとの

期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い 1日につき 8時間を

超えない時間の勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任

用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員につい

第 2条

2 ・3

[略]

[略]

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

4 地方公務員法第28条の 4第 1項若しくは第28条の 5第 1項又は第28条

の6第 1項若しくは第 2項の規定により採用された職員で同法第28条の

5第 1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「再任用短時間勤

蓋盤昼」としづ。)の勤務時間は、第 1項の規定にかかわらず、休憩時

間を除き、 4週間を超えない期間につき 1週間当たり 15時間30分から31

時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 . 6 [略]

(週休日及び勤務時間の割振り)

第 3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。

以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につ

いては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に

加えて月曜日から金曜日までの 5日聞において週休日を設けるものとし、

ノミートタイム会計年度任用職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日ま

での 5日聞において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの 5

日間において、 1日につき 8時間を超えない時間の勤務時間を割り振る

ものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、 1週間ごとの

期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い 1日につき 8時間を

超えない時間の勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任

用職員、再任用短時間勤蓋盤昼及び任期付短時間勤務職員については、
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ては、 1週間ごとの期間について、

勤務時間を割り振るものとする。

1日につき 8時間を超えない時間の

第4条 [略]

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める

場合には、規則の定めるところにより、 4週間ごとの期間につき 8日の

週休日(育児短時間勤務職員等にあっては 8日以上で当該育児短時間勤

務等の内容に従った週休日、パートタイム会計年度任用職員、定年前再

任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては 8日以上の週

休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の理由に

より、 4週間ごとの期間につき 8日(育児短時間勤務職員等、パートタ

イム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員にあっては、 8日以上)の週休日を設けることが困難である職

員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、 4週間を超

えない期間につき 1週間当たり 1日以上の割合で週休日(育児短時間勤

務職員等にあっては、 4週間を超えない期間につき 1週間当たり 1日以

上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日) を設ける場合

には、この限りでない。

(年次有給休暇)

第12条年次有給休暇は、 1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、

1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に

定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職

1週間ごとの期間について、

聞を割り振るものとする。

第4条[略]

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

1日につき 8時間を超えない時間の勤務時

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の害IJ振りを定める

場合には、規則の定めるところにより、 4週間ごとの期間につき 8日の

週休日(育児短時間勤務職員等にあっては 8日以上で当該育児短時間勤

務等の内容に従った週休日、パートタイム会計年度任用職員、亙隼畳屋

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては 8日以上の週休日)

を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の理由により、

4週間ごとの期間につき 8日(育児短時間勤務職員等、パートタイム会

計年度任用職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあ

つては、 8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、

市長と協議して、規則の定めるところにより、 4週間を超えない期間に

っき 1週間当たり 1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあ

つては、 4週間を超えない期間につき 1週間当たり 1日以上の割合で当

該育児短時間勤務等の内容に従った週休日) を設ける場合には、この限

りでない。

(年次有給休暇)

第12条年次有給休暇は、 1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、

1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に

定める日数とする。

(1) 次号及び第 3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職
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員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、地方公

務員法第22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任

用された者にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えな

い範囲内で規則で定める日数)

(2)・(3) [略]

2 . 3 [略]

(障害のある職員の健康管理休暇)

第15条の 3 障害のある職員の健康管理休暇は、職員(育児短時間勤務職

2 

員等、パートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員を除く。)がその障害に係る事由により勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

[略]

(組合休暇)

第17条 [ 略]

[略12 

3 組合休暇は、 1の年度において30日(育児短時間勤務職員等、パート

タイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

4 

間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮、して30日を超えない

範囲内で規則で定める日数)

[略]

を超えて与えることができない。

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

員等、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、地方公務員法

第22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用され

た者にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲

内で規則で定める日数)

(2)・(3) [略]

2・3 [略]

(障害のある職員の健康管理休暇)

第15条の 3 障害のある職員の健康管理休暇は、職員(育児短時間勤務職

員等、パートタイム会計年度任用職員、再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員を除く。)がその障害に係る事由により勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 [略]

(組合休暇)

第17条[略]

[略12 

3 組合休暇は、 1の年度において30日(育児短時間勤務職員等、パート

タイム会計年度任用職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

4 

職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して30日を超えない範囲内

で規則で定める日数)

[略]

を超えて与えることができない。
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[職員の懲戒の手続及び効果に関する条例関係]

(減給の効果)

第 3条 減給は、 1日以上 6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及

びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の 2第 1項第 1

号に掲げる職員にあっては、基本報酬の額)の10分の 1以下の額を盟ζ

受ける給与(同号に掲げる職員にあっては、基本報酬)から減ずるもの

とする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに

対する地域手当の合計額の10分の 1に相当する額を超えるときは、当該

額を減ずるものとする。

[枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例関係]

(職員の定数)

第 7条 常時勤務を要する職を占める一般職の職員及び定年前再任用短時

間勤務職員(職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)

筆よ2全の規定により採用された職員をし、う。) の定数は、 242人以内とす

る。

2 . 3 [略]

[外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例関

係]

(職員の派遣)

第 2条[略]

2 法第 2条第 1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

主要な改正部分の新旧対照表

i日(現行)

[職員の懲戒の手続及び効果に関する条例関係]

(減給の効果)

第 3条 減給は、 1日以上 6月以下の期間、給料及びこれに対する地域手

当の合計額(地方公務員法第22条の 2第 1項第 1号に掲げる職員にあっ

ては、基本報酬の額)の10分の 1以下の額を給与(同号に掲げる職員に

あっては、基本報酬)から減ずるものとする。

[枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例関係]

(職員の定数)

第 7条 常時勤務を要する職を占める一般職の職員及び地方公務員法(昭

和25年法律第261号)第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 2項の規定によ

り採用された瞳昼2定数は、 242人以内とする。

2 ・3 [略]

[外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例関

係]

(職員の派遣)

第 2条[略]

2 法第2条第 1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす
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る。

(1) [略]

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第4条第

1項の規定により引き続き勤務することとされ、又は同条第2項の規

定により期限を延長することとされている職員

(3) [略]

凶職員の定年等に関する条例第 9条の規定により異動期間(同条の規

定により延長された期間を含むの)を延長された管理監督職を占める職

昆

[公益的法人等への職員の派遣等に関する条例関係]

(職員の派遣)

第2条[略]

2 法第 2条第 1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。

(1)----(3) [略]

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第4条第

1項の規定により引き続き勤務することとされ、又は同条第 2項の規

定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規

定により延長された期間を含む。)

盤昼

(6) [略]

を延長された管理監督職を占める

る。

(1) [略]

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第4条第

1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第 2項

の規定により期限を延長することとされている職員

(3) [略]

[公益的法人等への職員の派遣等に関する条例関係]

(職員の派遣)

第 2条[略]

2 法第2条第 1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。

(1)----(3) [略]

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第4条第

1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第 2項

の規定により期限を延長することとされている職員

(5) [略]
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3 [略]

(法第10条第 1項に規定する条例で定める職員)

第10条 法第10条第 1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

(l) ~(4) [略]

(5) 職員の定年等に関する条例第 9条の規定により異動期間(同条の規

定により延長された期間を含む。)

盤昼

(6) [略]

を延長された管理監督職を占める

[枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例関係]

(報告事項)

第 3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職

員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の 2

第 1項第 2号に掲げる職員及び職員の定年等に関する条例(昭和59年枚

方市条例第27号)第12条に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

を除く。以下同じ。) に係る次に掲げる事項とする。

(l) ~(1l) [略]

[枚方市職員定数条例関係]

(趣旨)

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、

主要な改正部分の新!日対照表

旧(現行)

3 [略]

(法第10条第 1項に規定する条例で定める職員)

第10条 法第10条第 1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

(l)~(4) [略]

(5) [略]

[枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例関係]

(報告事項)

第 3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職

員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の 2

第 1項第 2号に掲げる職員及び同法第28条の 5第 1項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げ

る事項とする。

(1)~凶[略]

[枚方市職員定数条例関係]

(趣旨)

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、
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第172条第3項、第191条第 2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和

25年法律第261号)第12条第 9項、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第

16条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第 2項

並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)

第19条及び第31条第 3項の規定により条例で定めることとされている定

数並びに職員の定年等に関する条例(昭和59年枚方市条例第27号)第12

主主の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員j と

いう。)の定数について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第 2条 この条例において「職員」とは、常時勤務を要する職を占めるー

般職に属する者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第 1項

に規定する企業職員(以下「企業職員j という。)及び臨時的に任用され

た者を除く。)及び定年前再任用短時間勤務職員をしづ。

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

第172条第3項、第191条第 2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和

25年法律第261号)第12条第 9項、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第

16条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第 2項

並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)

第四条及び第31条第3項の規定により条例で定めることとされている定

数並びに地方公務員法第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 2項の規定に

より採用された者(以下「再任用短時間勤務職員j としづ。)の定数につ

いて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第 2条 この条例において f職員」とは、 常時勤務を要する職を占める一

般職に属する者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第 1項

に規定する企業職員(以下「企業職員」としづ。)及び臨時的に任用され

た者を除く。)及び再任用短時間勤務職員をしづ。



議案第 39 号

枚方市立火葬場条例の一部改正について

次のとおり枚方市立火葬場条例の一部を改正するにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第

96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 d 使用者及び火葬される者が市民以外の者である場合の火葬施設使用料の額を改定するた

め。

η
i
 



枚方市条例第 号

枚方市立火葬場条例の一部を改正する条例

枚方市立火葬場条例(平成18年枚方市条例第47号)の一部を次のように改正する。

);lrJ表その 1の表市民以外の者である場合の項中 1100，000円」を 1120，000円」に、 160，000円」

を 172，000円」に、 120，000円」を 124，000円」に改める。

附則

1 この条例は、令和4年12月 1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に火葬場の施設の使用の許可の申請を行った

場合の使用料について適用し、同日前に火葬場の施設の使用の許可の申請を行った場合の使用料

については、なお従前の例による。

η
i
 



議案第 39 号参考資料

枚方市立火葬場条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

別表(第 9条関係) 別表(第 9条関係)

その 1 死体及び死産児に係る火葬施設使用料 その 1 死体及び死産児に係る火葬施設使用料

|…-f¥¥ー JiJ/ んl子竺 l一一-1uuJ
戸，A/'vハvゾVvvヘ/'ノヘ/v、f、~~/'vハv-'JV へ'/'VV~~VV'/^VVVVVVVVVVV 、/、/ノ、 〆\〆ヘ 'V'V'，/'，/'v^'-/'J~/~〆'/V"/VV'/V'-/"/' 、/v/V'v^VV~/VV'，/ 'v^VV"v/'v "-'"へ/ /./ 

市民以外の者である場合 死体 大人 1 体 120，000円 市民以外の者である場合 死体 大人 1 体 100，000円

小人 1 体 72，000円 小人 1 体 60，000円

死 産 見1 1 日台 24，000円 死 産 YG 1 胎 20，000円

備考 [略] 備考 [略]

。。



議案第 40 号

枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市景観条例の一部改正について

次のとおり枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市景観条例の一部を改正するにつき、地方自

治法(昭和22年法律第67号)第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 建築基準法等の改正に伴い、所要の整備を行うため。
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枚方市条例第 号

枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市景観条例の一部を改正する条例

(枚方市建築基準法関係事務条例の一部改正)

第 1条 枚方市建築基準法関係事務条例(平成12年枚方市条例第 7号)の一部を次のように改正す

る。

別表 2の項中「第 2条第 3号」を「第 2条第 1項第 3号Jに改め、同表33の項中「第85条第 5

項」を「第85条第 6項」に改め、同表34の項中「第85条第 6項」を「第85条第 7項」に改め、同

表46の項中「第87条の 3第 5項」を「第87条の 3第 6項Jに改め、同表47の項中「第87条の 3第

6項」を「第87条の 3第 7項」に改める。

(枚方市景観条例の一部改正)

第2条 枚方市景観条例(平成26年枚方市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第14条第 2号イ中「第85条第5項」を「第85条第 6項」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

。凸



議案第 40 号参考資料

枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市景観条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

[枚方市建築基準法関係事務条例関係] [枚方市建築基準法関係事務条例関係]

別表(第 7条、第8条関係) 別表(第7条、第8条関係)

項 事 務 の 区 分 金 額 項 事 務 の 区 分 金 額

1 [略] [略] 1 [略] [略]

2 [略] 付表 3に定める額(建築 2 [略] 付表 3に定める額(建築

物のエネルギー消費性 物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 能の向上に関する法律

(平成27年法律第53号) (平成27年法律第53号)

第 2条第 1項第 3号に 第 2条第 3号に規定す

規定する建築物エネノレ る建築物エネルギー消

ギー消費性能基準(以下 費性能基準(以下「建築

「建築物エネルギー消 物エネルギー消費性能

費性能基準」としづ。) 基準Jとしづ。)に適合

に適合するかどうかの するかどうかの審査(以

審査(以下「建築物エネ 下「建築物エネルギー消

ルギー消費性能基準適 費性能基準適合性審査」

合性審査Jという。)を という。)を行う場合に

行う場合にあっては、当 あっては、当該額に付表

該額に付表 4に定める 4に定める額を加算し

額を加算した額) た額)

vvvヘ/vヘ/vヘノヘ/V''vハ、/v'v、ゾ̂'̂̂
'̂ へ̂〈んへ1 'v/v'、/v、ノ'̂ノ'v/v、γ γ 

ー
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主要な改正部分の新!日対照表

新(改正後) 旧(現行)

33 法第85条第 6項の規定に基づく許可の [略] 33 法第85条第 5項の規定に基づく許可の [略]

申請に対する審査 申請に対する審査

34 法第85条第 7項の規定に基づく許可の [略] 34 法第85条第 6項の規定に基づく許可の [略]

申請に対する審査 申請に対する審査

46 法第87条の 3第6項の規定に基づく許 [略] 46 法第87条の 3第 5項の規定に基づく許 [略]

可の申請に対する審査 可の申請に対する審査

47 法第87条の 3第 7項の規定に基づく許 [略] 47 法第87条の 3第 6項の規定に基づく許 [略]

可の申請に対する審査 可の申請に対する審査
〈

|十~5~6v1̂v'v[~略̂vv]vvいJ仏~八/v 一一…i[略]

備考 [略]

付表 1""'__付表10 [略] 付表 1""'__付表10 [略]

[枚方市景観条例関係] [枚方市景観条例関係]

(届出を要しない行為) (届出を要しない行為)

第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為と 第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為と

する。 する。

(1) [略] (1) [略]

(2) 次に掲げる法令の規定による許可、届出等を要する法第16条第 1項 (2) 次に掲げる法令の規定による許可、届出等を要する法第16条第 1項

第 1号文は第2号に掲げる行為 第 1号又は第2号に掲げる行為

イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第6項の規定による許 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第 5項の規定による許

可 可
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議案第 41 号

枚方市建築行政事務手数料条例の一部改正について

次のとおり枚方市建築行政事務手数料条例の一部を改正するにつき、地方自治法(昭和22年法律

第67号)第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 長期優良住宅維持保全計画の認定等の審査についての手数料の額を定めるため。

2 低炭素建築物新築等計画の認定等の審査についての手数料の額の算定方法を見直すため。

。凸



枚方市条例第 号

枚方市建築行政事務手数料条例の一部を改正する条例

枚方市建築行政事務手数料条例(平成29年枚方市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第 1の3の項の表令第25条の 4第16項の認定の項中「第25条の 4第16項」を「第25条の 4第

17項」に改め、同表令第38条の 4第23項の認定の項中「第38条の 4第23項」を「第38条の 4第24

項」に改める。

別表第4の 1の項の表以外の部分中「第 5項」を「第 7項」に改め、同項の表中「増改築」の次

に「又は既存」を加え、別表第 4の 5の項の表以外の部分中「長期優良住宅建築等計画」の次に

「又は同条第 6項に規定する長期優良住宅維持保全計画」を加え、同項の表以外の部分ただし書中

「同条第 6項第4号」を「同条第 8項第4号又は同項第 6号」に改め、同項の表中「増改築」の次

に「又は既存」を加える。

別表第 5の1の項の表備考 1中「以下この表」を「以下備考 1Jに改め、同表備考 3を削り、同

表備考 4中「備考 3の規定にかかわらず、」及び[" (同備考に規定する場合にあっては、当該床面

積から当該共同住宅等の部分の共用部分の床面積を除いた床面積) Jを削り、同備考を同表備考 3

とし、同表備考 5を同表備考4とし、別表第 5の5の項の表備考中「、備考 3及び備考 5Jを「及

び備考 4J に改める。

別表第 6の12の項の表備考 2中「第 2条第 3号」を「第 2条第 1項第 3号Jに改める。

附則

この条例は、令和 4年10月 1日から施行する。ただし、別表第 1の3の項の表及び別表第 6の12

の項の表備考 2の改正規定は、公布の日から施行する。

。凸



議案第 41 号参考資料

枚方市建築行政事務手数料条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

別表第 1 (第2条関係) 別表第 1 (第2条関係)

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係事務 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係事務

1 • 2 [略] 1 • 2 [略]

3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この項において 3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この項において

「令」とし寸。)の規定による認定の申請に対する審査 申請 1件に 「令」とし、う。)の規定による認定の申請に対する審査 申請 1件に

っき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め っき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額 る額

事 務 金 額 事 務 金 額

令第20条の 2第14項の認定 [略] 令第20条の 2第14項の認定 [略]

令第25条の4第2項の認定 [略] 令第25条の4第2項の認定 [略]

令第25条の4第17項の認定 [略] 令第25条の4第16項の認定 [略]

令第38条の4第24項の認定 [略] 令第38条の4第23項の認定 [略]

別表第4 (第2条関係) 別表第4 (第2条関係)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下こ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下こ

の表において「法」という。)関係事務 の表において「法」という。)関係事務

1 法第5条第 1項から第7項までの規定による認定の申請に対する審 1 法第5条第 1項から第5項までの規定による認定の申請に対する審

査(建築基準関係規定適合審査の申出(法第6条第 2項(法第8条第 査(建築基準関係規定適合審査の申出(法第6条第 2項(法第8条第

2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をいう。次項 2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をいう。次項

から 5の項までにおいて同じ。)を伴わない場合に限る。) 申請 1 から 5の項までにおいて同じ。)を伴わない場合に限る。) 申請 1

件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に 件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に
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= 00 _， 

定める額

区

項
建築物の区分

1 [略]

2 [略]

新(改正後)

分

床面積の合計の区分

[略]

[略]

[略]

[略]

[略]

認定基準 金 額

の区分

[略] [略]

増改築又 [略]

は既存

[略] [略]

増改築x [略]

は既存

[略] [略]

増改築茎 [略]

は既存

[略] [略]

増改築x [略]

は既存

[略] [略]

増改築又 [略]

は既存

[略] [略]

増改築又 [略]

主要な改正部分の新旧対照表

!日(現行)

定める額

区 分

項 認定基準 金 額
建築物の区分 床面積の合計の区分

の区分

1 [略] [略] [略]

増改築 [略]

2 [略] [略] [略] [略]

増改築 [略]

[略] [略] [略]

増改築 [略]

[略] [略] [略]

増改築 [略]

[略] [略] [略]

増改築 [略]

[略] [略] [略]

増改築 [略]



主要な改正部分の新旧対照表

新(改正後) 旧(現行)

は既存

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

増改築又 [略] 増改築 [略]

は既存

3 [略] [略] [略] 3 [略] [略] [略]

増改築又 [略] 増改築 [略]

は既存

4 [略] [略] [略] [略] 4 [略] [略] [略] [略]

増改築x [略] 増改築 [略]

は既存

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

増改築又 [略] 増改築 [略]

は既存

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

増改築又 [略] 増改築 [略]

は既存

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

増改築又 [略] 増改築 [略]

は既存

[略] [略] [略] [略] [略] [略]
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。。。。

新(改正後)

[略]

備考 [略]

2"-'4 [略]

増改築又

i主主L査

[略]

増改築茎

l'i g主主

[略]

[略]

[略]

5 法第8条第 1項の変更の認定の申請に対する審査(次項に掲げる審

査を除く。) (建築基準関係規定適合審査の申出を伴わない場合に限

る。) 申請 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める額(同表 2の項及び4の項に掲げる建築物にあ

つては、当該変更が一部の住戸に係る変更の場合は、当該額と当該額

を当該変更に係る法第 5条第 1項に規定する長期優良住宅建築等計画

又は同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画に係る全ての戸

数で除して得た額(当該除して得た額に100円未満の端数があるときは、

これを切り上げた額)に当該変更の対象となる戸数を乗じて得た額の

いずれか低い額)。ただし、当該変更が同条第8項第4号又は同項第

6号に掲げる事項のみの変更の場合は、同表 3の項に掲げる建築物に

あっては2，300円とし、同表4の項に掲げる建築物にあっては4，700円

とする。

区 分
額

|床戸j言ら合計の区分|認定基準|金建築物の区分

備考

2"-'4 

[略]

[略]

旧(現行)

[略]

主要な改正部分の新旧対照表

増改築

[略]

増改築

[略]

[略]

[略]

5 法第8条第 1項の変更の認定の申請に対する審査(次項に掲げる審

査を除く。) (建築基準関係規定適合審査の申出を伴わない場合に限

る。) 申請 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める額(同表 2の項及び4の項に掲げる建築物にあ

つては、当該変更が一部の住戸に係る変更の場合は、当該額と当該額

を当該変更に係る法第5条第 1項に規定する長期優良住宅建築等計画

に係る全ての戸数で除して得た額(当該除して得た額に100円未満の端

数があるときは、これを切り上げた額)に当該変更の対象となる戸数

を乗じて得た額のいずれか低い額)。ただし、当該変更が同条第6項

室生主に掲げる事項のみの変更の場合は、同表 3の項に掲げる建築物

にあっては2，300円とし、同表4の項に掲げる建築物にあっては4，700 

円とする。

区 分
額

|床面積の合計の区分|認定基準|金建築物の区分
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l 出町
6'"'-'9 [略]

別表第 5 (第 2条関係)

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この表において「法jとしヴ。)

関係事務

1 法第53条第 1項の規定による認定の申請又は法第55条第 1項の変更

の認定の申請(次の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の変更を同時

に行うもの又は床面積の増加を伴うものに限る。)に対する審査(建

築基準関係規定適合審査の申出(法第54条第2項(法第55条第 2項に

おいて準用する場合を含む。)の規定による申出をいう。次項から 5

の項までにおいて同じ。)を伴わない場合に限る。) 申請 1件につ

き、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表[略]

備考

1 この表において、 「床面積」とは建築基準法施行令第 2条第 1

項第3号に規定する床面積をいい、 「非住宅建築物j とは建築物

に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の

経済産業省

低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年国土交通省告

環境省

示第119号。以下備考 1において「告示」 としづ。)に規定する非

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

l 増改築| 叶
6'"'-'9 [略]

別表第 5 (第2条関係)

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この表において「法jとしづ。)

関係事務

1 法第53条第 1項の規定による認定の申請又は法第55条第 1項の変更

の認定の申請(次の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の変更を同時

に行うもの又は床面積の増加を伴うものに限る。)に対する審査(建

築基準関係規定適合審査の申出(法第54条第 2項(法第55条第2項に

おいて準用する場合を含む。)の規定による申出をし寸。次項から 5

の項までにおいて同じ。)を伴わない場合に限る。) 申請 1件につ

き、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表[略]

備考

1 この表において、 「床面積J とは建築基準法施行令第 2条第 1

項第3号に規定する床面積をいい、 「非住宅建築物Jとは建築物

に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の

経済産業省

低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年国土交通省告

環境省

示第119号。以下この表において「告示j という。)に規定する非
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住宅建築物をいい、 「複合建築物」とは告示に規定する複合建築

物をいい、 「技術的基準J とは法第54条第 1項各号に掲げる基準

をいい、 「モデ、/レ建物法J とは告示に規定する特別な調査又は研

究の結果に基づく評価手法をいい、 「共同住宅等Jとは告示に規

定する共同住宅等をいう。

[略]

3 この表の床面積は、法第55条第 1項の変更の認定の申請(床面

4 

積の増加を伴う申請に限る。)をする場合においては、当該増加

に係る部分以外の部分の床面積に 2分の lを乗じて得た面積に当

該増加に係る部分の床面積を加えた面積とする。

[略]

2 

主要な改正部分の新|日対照表

旧(現行)

住宅建築物をいい、 「複合建築物j とは告示に規定する複合建築

物をいい、 「技術的基準」とは法第54条第 1項各号に掲げる基準

をいい、 「モデ、ノレ建物法Jとは告示に規定する特別な調査又は研

究の結果に基づく評価手法をいい、 「共同住宅等J とは告示に規

定する共同住宅等をいう。

[略1

3 この表の床面積は、共同住宅等の部分について告示に規定する

方法のうち当該共同住宅等の部分の共用部分(住宅部分のうち 1

の住戸以外の部分をいう。以下この表において同じ。)に係る基

準一次エネルギー消費量(告示に規定する基準一次エネルギー消

費量をいう。以下備考3において同じ。)を加算しない方法によ

り基準一次エネノレギー消費量を算定する場合においては、床面積

から当該共同住宅等の部分の共用部分の床面積を除いた面積とす

ゑ♀ー

4 備考3の規定にかかわらず、この表の床面積は、法第55条第 1

項の変更の認定の申請(床面積の増加を伴う申請に限る。)をす

5 

る場合においては、当該増加に係る部分以外の部分の床面積」旦

備考に規定する場合にあっては、当該床面積から当該共同住宅等

の部分の共用部分の床面積を除いた床面積)に 2分の 1を乗じて

得た面積に当該増加に係る部分の床面積(同備考に規定する場合

にあっては、当該床面積から当該共同住宅等の部分の共用部分の

床面積を除いた床面積)

[略]

を加えた面積とする。
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2"-'4 [略]

5 法第55条第 1項の変更の認定の申請(1の項の表の評価手法の区分

欄に掲げる区分の変更を同時に行うもの又は床面積の増加を伴うもの

を除く。)に対する審査(建築基準関係規定適合審査の申出を伴わな

い場合に限る。) 申請 1件につき、 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表[略 ]

備考 1の項の表の備考 1、備考 2及び備考4の規定は、

用する。

6"-'8 [略]

別表第6 (第2条関係)

この表に適

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この表において

「法」としづ。)関係事務

1"-'11 [略]

12 法第41条第 1項の規定による認定の申請に対する審査 申請 1件に

っき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

る額

表 [ 略]

備考

1 [略]

それぞれ同表の右欄に定め

2 この表において、 「非住宅建築物」とは建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第 1条第 1項第 1号に規定する非住宅建

築物をいい、 「複合建築物Jとは同号に規定する複合建築物をい

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

2"-'4 [略]

5 法第55条第 1項の変更の認定の申請(1の項の表の評価手法の区分

欄に掲げる区分の変更を同時に行うもの又は床面積の増加を伴うもの

を除く。)に対する審査(建築基準関係規定適合審査の申出を伴わな

い場合に限る。) 申請 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表[略]

備考 1の項の表の備考 1、備考 2、備考 3及び備考 5の規定は、 テ

」

の表に適用する。

6"-'8 [略]

別表第 6 (第2条関係)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この表において

「法Jとしづ。)関係事務

1"-'11 [略]

12 法第41条第 1項の規定による認定の申請に対する審査 申請 1件に

っき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額

表[略]

備考

1 [略]

2 この表において、 「非住宅建築物」とは建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第 1条第 1項第 1号に規定する非住宅建

築物をいい、 「複合建築物j とは同号に規定する複合建築物をい
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し、、 f建築物エネルギー消費性能基準j とは法第 2条第 1項第 3

号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいい、 「住宅j と

は同令第 1条第 1項第2号に規定する住宅をいい、 「仕様基準等J

とは同号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に規定する基準をいい、「共

同住宅等j とは共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住

宅をいう。

3・4 [略]

[略] 13 

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

し¥ 「建築物エネルギー消費性能基準Jとは法第2条第 3号に規

定する建築物エネルギー消費性能基準をいい、 「住宅Jとは同令

第 1条第 1項第2号に規定する住宅をいい、 「仕様基準等」とは

同号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に規定する基準をいい、 「共同

住宅等」とは共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

をいう。

3・4 [略]

[略]



議案第 42 号

枚方市議会議員及び枚方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

改正について

次のとおり枚方市議会議員及び枚方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

を改正するにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第 1項第 1号の規定により議会の議

決を求める。

令和 4 年 (2022年) 9 月 8 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 選挙運動用自動車の使用等の公費負担額の見直しを行うため。

-396-



枚方市条例第 号

枚方市議会議員及び枚方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正

する条例

枚方市議会議員及び枚方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成 6年枚方市

条例第17号)の一部を次のように改正する。

第4条第 2号イ中 115，800円j を 116，100円」に改め、同号ロ中 17，560円」を 17，700円」に改

める。

第 6条及び第8条中 17円51銭Jを 17円73銭」に改める。

第11条中 127円50銭Jを 128円35銭Jに、 1573，030円」を 1586，905円」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の枚方市議会議員及び枚方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその

期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

n
B
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議案第 42 号参考資料

枚方市議会議員及び枚方市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について

新(改正後)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第4条枚方市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業

者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」としづ。)に支

払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金

額を、第 2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般

乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客白

動車運送事業者等に対し支払う。

(1) [略]

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合

応じ、それぞれに定める金額

次に掲げる区分に

イ 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ

契約j としづ。)である場合 当該選挙運動用自動車(同ーの日にお

いて自動車借入れ契約により 2台以上の選挙運動用自動車が使用さ

れる場合には、当該候補者が指定するいずれか 1台の選挙運動用自

動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用され

た各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が盟， 100

Eを超える場合には、並斗00旦)の合計金額

ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場

合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

(選挙運動用白動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第4条 枚方市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業

者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等Jとしづ。)に支

払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金

額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般

乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自

動車運送事業者等に対し支払う。

(1) [略]

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合

応じ、それぞれに定める金額

次に掲げる区分に

イ 当該契約が選挙運動用白動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ

契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日にお

いて自動車借入れ契約により 2台以上の選挙運動用自動車が使用さ

れる場合には、当該候補者が指定するいずれか 1台の選挙運動用自

動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用され

た各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が15，8盟

旦を超える場合には、主」盟目)の合計金額

ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場

合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金
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新(改正後)

(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用

自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供

給を受けた燃料の代金と合算して、 7，7盟旦に当該候補者につき法第

86条の 4第 1項、第 2項、第 5項、第 6項又は第8項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から

前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところ

により、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに

限る。)

[略]

(選挙運動用ピラの作成の公費負担)

第 6条 候補者は、 7円73銭に選挙運動用ピラの作成枚数(当該作成枚数

が法第142条第 1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める

枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ピラを無料で作成する

ことができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ピラの作成の公費負担額及び支払手続)

第 8条 枚方市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方であるピラの作成を業とする者に支

払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの 1

枚当たりの作成単価(当該作成単価がヱ旦73鐘を超える場合には、ヱE

ノ¥

主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)

(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用

自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供

給を受けた燃料の代金と合算して、 7，5盟Eに当該候補者につき法第

86条の 4第 1項、第 2項、第 5項、第 6項文は第 8項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から

前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に

達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところ

により、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに

限る。)

[略]

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第 6条 候補者は、 7円51銭に選挙運動用ピラの作成枚数(当該作成枚数

が法第142条第 1項第 6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める

枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成する

ことができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ピラの作成の公費負担額及び支払手続)

第 8条 枚方市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方であるピラの作成を業とする者に支

払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの 1

枚当たりの作成単価(当該作成単価がヱ旦旦盆を超える場合には、ヱ旦



主要な改正部分の新旧対照表

旧(現行)新(改正後)

旦盆)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第 1項第62鎧)に当該ピラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第 1項第6

号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるとこ

ろにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるとこ

ろにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第 2条ただし書 る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第 2条ただし書

に規定する要件に該当する場合に限り、当該ピラの作成を業とする者かに規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者か

らの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。らの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第11条 枚方市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第11条 枚方市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者

に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポス

ターの 1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、立目旦鐘に枚方市の区

に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポス

ターの 1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、 28円35銭に枚方市の区
-ADD- 域における500を超えるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に区主旦30

円を加えた金額を枚方市の区域におけるポスター掲示場の数で除して得

域における500を超えるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に堕色旦堕

円を加えた金額を枚方市の区域におけるポスター掲示場の数で除して得

た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、 1円とする。)をた金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、 1円とする。)を

超える場合には、当該除して得た金額)に当該ポスターの作成枚数(当 超える場合には、当該除して得た金額)に当該ポスターの作成枚数(当

該候補者を通じて枚方市の区域におけるポスター掲示場の数の範囲内の該候補者を通じて枚方市の区域におけるポスター掲示場の数の範囲内の

ものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者から

の申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、

第 9条後段において準用する第 2条ただし書に規定する要件に該当する

当

ものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者から

の申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、

第 9条後段において準用する第 2条ただし書に規定する要件に該当する

当 場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、

該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、

該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。



議案第43号

長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その 2)請負変更契約締結について

次のとおり長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その 2)請負変更契約を締結するにつき、

地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 96条第 1項第 5号の規定により議会の議決を

求める。

令和4年 (2022年) 9月 8日提出

枚方市長伏見 隆

記

1.発 注 者 枚方市大垣内町2丁目 1番 20号

枚方市

市 長 伏 見 隆

2. 受 注 者 枚方市中宮西之町4番 22号

アーステック株式会社

代表取締役 河本哲久

3. 工 事 名 長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その 2)

4.施工場所 枚方市杉北町 1丁目及び杉責谷 1丁目 地内

5.変更内容

契約金額

変更前 金 528， 610， 500円

変更 後 J人Uム 579， 154，400円

工 期

変更前
令和 3年 6月 2 5日から
令和 4年 9月 30日まで

変更後
令和 3年 6月 2 5日力、ら

令和 4年 11月 1 5日まで

A
斗ム



議案第43号参考資料

工事概要書(変更)

1. 工事名 長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その 2)

2.施工場所 枚方市杉北町 1丁目及び杉責谷 1丁目 地内

3. 契約金額

変更前 1e: ム 528，610， 500円

変更後 f斗¥ム 579， 154，400円

増額 f耳¥z- 50， 543， 900円

4.工期

令和 3年 6月 2 5日から
変更前

令和 4年 9月 3 0日まで

令和 3年 6月 2 5日から
変更後

令和 4年 11月 1 5日まで

5. 工事概要 道路土工一式、法面工一式、擁壁工一式、排水構造物工ー

式、縁石工一式、防護柵工一式、舗装工一式、道路付属施設

工一式、付帯工一式、護岸工一式、カルパート工一式、農水

付属施設工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式

施工延長 L=738m 

6. 変更理由 施工中に確認された想定外の土質に対応するための一部

区間における鋼矢板打設工法の変更、整備中の道路への耕

作地からの進入路の位置変更等並びにこれらの変更に伴う

施工期間の延長及び交通誘導警備員の増員が必要となった

ことから、工期及び契約金額を変更するものです。
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議案第44号

令和 3年度大阪府枚方市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

地方公営企業法 (HH和 27年法律第 292号)第 32条第2項の規定により、令和 3年度大阪府

枚方市水道事業会計未処分利益剰余金を次のように処分するにつき、議会の議決を求める。

令和4年 (2022年) 9月 8日提出

枚方市長伏見 |在

記

1. 未処分利益剰余金 1， 760， 926， 561円

2.処 分内容 建設改良積立金に 1， 126，447， 229円を積立

その他積立金に 634， 479， 332円を積立
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議案第45号

令和 3年度大阪府枚h市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

地方公営企業法(昭和 27年法律第 292号)第 32条第2項の規定により、令和 3年度大阪府

枚方市下水道事業会計未処分利益剰余金を次のように処分するにつき、議会の議決を求める。

令和4年 (2022年) 9月 8日提出

枚方市長伏見 隆

記

1.未処分利益剰余金 1， 760， 895， 933円

2.処 分内容 資本金に 1， 504， 5~jO ， 802円を組み入れ

減債積立金に 256，365， 131円を積立
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